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は じ め に 

 

わが国の消防は、昭和２３年の消防組織法の制定に伴い、市町村消防とし

て発足して以来６０年近くが経過しましたが、この間における消防力の充実

は目ざましく、現在では国際的にも高い水準に達しています。 

また、消防行政も社会の要請に応え、予防、救急・救助活動等について、

法制化等の整備・充実が図られてきたところです。 

しかしながら、甚大な被害をもたらした平成７年の阪神・淡路大震災を始

めとして、平成１６年の福井豪雨や新潟県中越地震のように、近年では大規

模な自然災害が相次いで発生しておりますし、平成７年の地下鉄サリン事件

のように、これまで予想もできなかったような特異な人的災害も現れてきて

います。 

今後も、東海地震や東南海地震といった大規模自然災害が予想されており

ますし、さらには、平成１６年の国民保護法制の制定に伴い、武力攻撃事態

等における消防の責務も非常に大きなものとなっています。 

本市を取り巻く社会環境に目を転じましても、平成１７年の周辺６町村と

の合併を始めとして、人口動態、都市構造、生活価値観等に注目すべき大き

な変化が生じてきており、消防行政においても各分野にわたって多様な対応

が求められてきているところです。 

このような情勢の中で地域住民の付託に応えていくためには、常に消防装

備の進化等を視野に入れながら、計画的に消防力の強化・充実を図っていく

ことが肝要であると考えます。 

そこで、将来の豊田消防のあるべき姿を示すとともに、それを実現するた

めの今後１１年間の消防力の整備の指針として、ここに豊田市消防整備基本

計画を策定することとしました。 

２１世紀を迎えて、職員及び住民の高齢化、技術革新、高度情報ネットワ

ーク化、国際化、行政の広域化による行政改革等々、新たな行政課題が提起

されてきており、消防行政を取り巻く社会の潮流は、今後、あらゆる面で大

きく変化し、さらに進展していくと予想されるところですが、これらの状況

を踏まえながら、本豊田市消防整備基本計画に基づき、本市の地域特性に即

した消防体制の適正な整備を図っていく所存です。 

 

平成１９年３月 
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Ⅰ  序  章 
 



 
 
 

豊田市消防整備基本計画は、豊田消防における「消防力」の整備の基本となる

もので、市の最上位計画である豊田市総合計画（現在は平成１３年策定の第６次

総合計画。第７次総合計画は平成２０年３月策定を予定）の方針を踏まえ、本基

本計画と同じく市民の暮らしを守るための豊田市地域防災計画（災害対策基本法

に基づく基本計画）との整合を図りながら、消防組織法（昭和２２年法律第２２

６号）、消防力の整備指針（平成１７年消防庁告示第９号）、市町村消防計画の基

準（昭和４１年消防庁告示第１号）等に即した消防力の総合的な整備計画を中長

期的に示し、効果的かつ効率的な消防力の整備を行うことにより、充実した消防

活動を展開し、市民が安全で安心して暮らせるまちをつくるとともに市民サービ

スの一層の向上を図ることを目的とするものである。 

 
 
 
 
 

豊田市の政策の方向性を示し、将来のあるべき姿を実現するための最上位計画

として「第７次豊田市総合計画」が策定されているところであるが、豊田市消防

整備基本計画は、この豊田市総合計画を上位計画としつつ、豊田消防を取り巻く

環境の変化に対応するため、消防組織法等の関係法令や消防力の整備指針等に基

づいて策定する部門計画とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－１－

 １ 豊田市消防整備基本計画とは 

 ２ 豊田市消防整備基本計画の位置付け 

【重点テーマ案の一つ】 
安全・安心のまちづくり 消防力の整備指針 

市町村消防計画の基準 

豊田市 
地域防 
災計画 

防犯・地域支援・健康 
等に関する各種施策 

豊田市消防整備基本計画 
実 施 計 画 

第７次豊田市総合計画 
実 践 計 画 

消 防 組 織 法 
消 防 法 

第７次豊田市総合計画 
（策定中・２０年度制定） 

豊 田 市 消 防 整 備 
基 本 計 画 

総合計画に基づく 
他 の 部 門 別 計 画 



 
 
 

現在の豊田市消防整備基本計画（以下「現基本計画」という。）は、平成１０

年度に策定されたもので、その計画期間は平成１１年度から平成２２年度までの

１２年間となっている。 

この現基本計画に基づいて前期実施計画（平成１１年度～平成１４年度）及び

中期実施計画（平成１５年度～平成１８年度）を策定し、順次、消防力の整備を

図ってきたところである。 

しかし、豊田市が平成１７年４月１日に周辺６町村と合併したことにより、現

基本計画によって後期実施計画（平成１９年度～平成２２年度）を策定した場合、

合併した旧町村地域（藤岡地区及び小原地区を除く４地域）の消防整備計画が空

白となってしまう。 

また、消防庁が示している「消防力の基準」が、同じく平成１７年に大幅に改

正され、「消防力の整備指針」として新たに示されたことにより、現基本計画の

ままではこの「消防力の整備指針」と合致しない部分が出てきている。 

いずれも今後の本市の消防力の整備を推進していく上での大きな要因の変化で

あり、この変化に対して現基本計画を一部改正することによって対応するには限

界がある。 

そこで、平成１９年度以降の消防力の整備に当たっては、現基本計画の終了を

待たず、その内容を全面的に改正し、新たな豊田市消防整備基本計画を策定する

こととした。 

 

 

 

 

 

新たに策定する豊田市消防整備基本計画の計画期間は、平成１９年度を初年度

とし、第７次豊田市総合計画の目標年次である平成２９年度を最終年次とした

１１年間とする。 

年度 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

 現 消 防 整 備 基 本 計 画 

 前期実施計画 中期実施計画 後期実施計画 ←
後期実施計画は 
新計画に包含する 

         新 消 防 整 備 基 本 計 画 

         前期実施計画 後期実施計画 

          第 ７ 次 豊 田 市 総 合 計 画 

          前期実践計画 後期実践計画 

 

－２－ 

 ３ 豊田市消防整備基本計画の見直し 

 ４ 計画の期間 



 
 
 

本市の大きな特徴は、自動車産業を中心とした日本有数の工業都市でありなが

ら、一方では市域の７割を占める山林地域に示されるように豊かな自然にも恵ま

れているというところにある。 

これは、昭和３１年以来、周辺町村との合併を重ねてきたという歴史によるも

のであるが、その結果として、市街地が広域に分散するとともに、広大な過疎地

域をも有することとなり、本市において効果的かつ効率的な消防力の整備を行っ

ていく上での大きな問題となっている。 

分散した市街地では、建築物の高層化や深層化に伴って都市構造の過密化・複

雑化の度合いが深まっており、新たな都市機能や産業活動の進展、危険物需要の

増大といった要因も重なって、各種災害の様相が日に日に複雑化・多様化・大規

模化してきている。さらに、ＮＢＣテロ災害の脅威なども現実化してきており、

これらの災害に対する備えと対応力の充実が課題となっている。 

そのために、高度でかつ専門的な知識を持った人材の育成、施設や装備等の高

度化、災害や被害の情報の共有化といった取組を進めるとともに、広域都市間連

携を充実し、あらゆる災害や事故に対応できる危機対応力のさらなる強化が求め

られている。 

一方、市域の大半を占める中山間地域では、その面積の広大さや旧町村の財政

事情等から道路や水道といった社会基盤の整備が遅れており、それに伴って消防

署所や消防水利といったハード面での消防力の整備も進んでいない。 

さらに、これらの地域においては、住民の過疎化や高齢化がますます進展する

ことにより、地域の安全は地域で守るという基本の体制が成り立たなくなること

も予想され、消防力の空洞化も懸念されるところである。 

今後は、これら中山間地域における消防力の整備・充実にも力を入れ、速やか

に消防空白地域を埋めていく必要がある。 

また、救急に目を向けると、少子高齢化や核家族化を背景として救急需要が増

え続けており、その中で「救える命を救う」ためには、救急車の適正利用を進め

るとともに、救急現場に居合わせた人（バイスタンダー）による応急手当が重要

であることから、予防救急を推進するための応急救護の普及や指導体制の強化を

図る必要がある。 

その上で、救急救命士の処置範囲の拡大を図り、市民・救急隊・医療従事者が

連携を深めることにより救命率を向上させることが肝要である。 

非常備消防力としての消防団については、地域における防災体制の中核的存在

となって、それぞれの地域の安全・安心を守る組織として大きな役割を果たして

いるが、全国的にも団員数の減少が続いており、地域防災力の低下が憂慮されて

いることに鑑み、消防団員の活動環境を整備するとともに、住民のさらに幅広い

層から消防団に参加する人員の確保を図ることが必要である。 

 

 

－３－ 

 ５ 計画策定の背景 



 
 
 

新たな豊田市消防整備基本計画の策定に当たっては、３つの「基本方針」を掲

げ、この基本方針を計画の柱として消防力の整備・充実を図るための各種の施策

を展開していくこととするが、基本方針に基づく施策展開の考え方と将来目指す

べき豊田消防の姿を示すと次のとおりとなる。 

 

基本方針１  拡大する市民ニーズに対応できる体制を整備する 

市域の拡大、都市機能の複雑化、少子高齢化、核家族化といった社会経済情

勢の変化に伴って増え続ける消防ニーズに対応するために、限られた人や予算

などの資源の有効利用を図り、市民の生命と財産を守るという観点から施策の

優先順位を考慮しながら、効率的な消防体制の整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２  参画と共働の理念に基づき市民や地域の防災力を高める 

参画と共働の理念のもと、消防行政だけではなく、市民自身や家庭、地域が

主体となった防災力の向上、地域における消防団の充実、企業と連携した防災

管理体制の構築など、市民力や地域力を活かしながら共に安全・安心で災害に

強いまちづくりに取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－

 
 ◆  市民等に防火思想が定着し、住宅の防火対策や放火防止対策が図ら

れている。 

 ◆ 防火対象物や危険物施設の安全対策が適切に図られている。 

 ◆  自主防災組織その他の地域防災組織が設置されるとともに、消防団

の活性化が図られ、必要な数の消防団員が確保されている。 

 
 ◆  消防署所が適正に配置されるとともに、消防車両その他の必要な資

機材が十分に配備されている。 

 ◆ 消火活動に必要な消防水利が確保できている。 

 ◆ １１９番受信体制の整備が図られ、迅速かつ的確な対応ができる。 

 ◆  高度な知識をもつ消防職員が確保され、拡大した市域や増加する救

急需要に対応できる体制が整備されている。 

 ６ 計画策定の基本方針（目指すべき姿） 

目指すべき姿 

目指すべき姿 



基本方針３  大規模災害等に適切に対応できる体制を構築する 

近い将来に発生が予想されている東海・東南海地震や東海豪雨のような集中

豪雨といった大規模自然災害における情報伝達手段や住民避難体制、緊急援助

体制の確立を図る。また、ＢＣテロ災害や自動車専用道路等における重大事故、

列車事故といった特殊災害に直ちに対応できる体制を整備するとともに、危機

管理に対する取組をさらに推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 平成２９年度までに実現を目指す指標（アウトカム指標） 

本基本計画の最終年次である平成２９年度までに実現を目指す指標として次

の７つを設定し、施策の達成度を検証するものとする。 

項    目 現状数値 目標数値 摘   要 

 火災による死者数 ４ 人 ０ 人 
現状数値＝１７年と１８年
の死者数の平均 

 年間の火災件数 ２４４件 １２０件 
現状数値＝１７年と１８年
の火災件数の平均 

 放火の火災原因割合 ２９％ １５％ 
放火の疑いを含む。現状数
値＝１７年と１８年の平均

 心肺停止者の救命率 １４％ ２５％ 
現状数値＝１７年と１８年
の救命率の平均 

 救急車の現場到着時間 ７分３０秒 ６分００秒 現状数値＝１８年中の平均

 救急患者の搬送時間 １１分３０秒 １０分００秒 現状数値＝１８年中の平均

 基準違反等の是正割合 ４５％ ９０％ 
防火対象物及び危険物施設
現状数値＝１８年中の実績

 

さらに、この基本計画の最終目標として、市民意識調査における「消防・救

急体制」の満足度を引き上げることを目指す。 

指   標   項   目 第１６回調査 ２９年度目標 

「満足」と「まあ満足」の合計割合 １５.９％ ２０.０％ 
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 ◆  大規模災害や特殊災害に対して、確実かつ迅速な救助活動を行うこ

とができる高度救助隊が設置されている。 

 ◆ 消防相互応援協定の充実及び緊急消防援助隊の強化が図られている。

目指すべき姿 



 
 
 

市民が安全で安心して暮らせる災害に強いまちをつくるとともに、拡大する市

民ニーズに対応できる消防力の整備・充実を図るための施策を展開するに当たっ

て、それらの施策を９つの「体系」に分類する。 
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 ７ 施策体系の分類 

基 本 方 針 

拡大する市民ニ 

ーズに対応でき 

る体制を整備す 

る 

施   策   体   系 

１ 消防施設・消防資機材の整備 

２ 消防組織・消防体制の充実 

４ 救急体制の強化 

５ 防火対策の推進 

６ 地域の防災力・消防力の育成 

８ 災害対応力の強化 

７ 消防団の充実強化 

参画と共働の理 

念に基づき市民 

や地域の防災力 

を高める 

大規模災害等に 

適切に対応でき 

る体制を整備す 

る ９ 広域連携体制の充実 

３ 通信体制の整備 



 
 
 
９つの施策体系ごとに、平成２９年度までに目指すべき「数値目標」を掲げ、

それを実現するための「個別施策」を設定する。 

 

施  策  体  系  個  別  施  策 

 

１ 消防施設・消防資機材の整備 

 

１－１：消防署所の整備 
１－２：消防車両の整備 
１－３：消防水利の整備 
１－４：消防資機材の整備 

 

２ 消防組織・消防体制の充実 

 

２－１：組織の再編 
２－２：職員の採用 
２－３：職員の教育訓練 
２－４：職員の高齢化対策 

 
３ 通信体制の整備 

 

３－１：１１９番受信体制の充実 
３－２：消防通信体制の整備 

 

４ 救急体制の強化 

 

４－１：救急業務の高度化の推進 
４－２：増加する救急業務への対応 
４－３：市民による救命率の向上 
４－４：救急資機材の整備 

 

５ 防火対策の推進 

 

５－１：防火思想の普及啓発 
５－２：住宅防火対策の推進 
５－３：放火防止対策の推進 
５－４：建築物の火災予防対策 
５－５：危険物施設の安全対策 

６ 地域の防災力・消防力の育成 
６－１：各種団体の育成指導 
６－２：事業所による地域消防力の育成 
６－３：水防施設の充実 

 

７ 消防団の充実強化 

７－１：消防団員の確保 
７－２：消防団の活性化 
７－３：消防団員の教育訓練 
７－４：消防団施設・装備の整備 

８ 災害対応力の強化 
８－１：高度救助体制の構築 
８－２：救助資機材の整備 

９ 広域連携体制の充実 
９－１：消防相互応援協定の充実 
９－２：緊急消防援助隊の強化 

 

－７－

 ８ 個別施策の設定 



 
 

 

この豊田市消防整備基本計画は、消防力の整備に係る「基本方針」と１１年後

に「目指すべき状態」（＝指標）を掲げ、その基本方針に基づいて効果的かつ効

率的に消防力の整備を図り、目指すべき状態を実現するため、９つの「施策体

系」を示すとともに、当該施策体系ごとに平成２９年度までに達成すべき「数値

目標」を設定している。 

さらに、その「数値目標」を達成するための「個別施策」と「実施事業」を掲

げているが、それらの施策・事業を推進していくためには年度ごとの具体的な事

業計画が必要であり、本基本計画に基づいて別途「豊田市消防整備基本計画実施

計画」（以下「実施計画」という。）を策定するものとする。 

実施計画は、平成１９年度から平成２４年度までの「前期実施計画」と平成

２５年度から平成２９年度までの「後期実施計画」で構成し、それぞれの実施計

画においては、その計画期間内の年度ごとの具体的な事業を設定する。 

実施計画における年度ごとの事業については、当該年度が終了する時点でその

進捗状況を確認・検証し、翌年度以降の計画にローリングする。 

また、前期実施計画の終了時期を迎え、後期実施計画を策定する時点において

は、本基本計画の見直しについても検討するものとする。 

なお、平成２０年に策定が予定されている第７次豊田市総合計画の内容によっ

ても、本基本計画を見直すことが考えられる。 

 

 

 

 

 平成１９年度 

 平成２０年度 

 平成２１年度   ※ 各年度ローリング 

 平成２２年度 

 平成２３年度 

 平成２４年度 

 

 平成２５年度 

 平成２６年度 

 平成２７年度   ※ 各年度ローリング 

 平成２８年度 

 平成２９年度 
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（２０年策定） 

 ９ 豊田市消防整備基本計画実施計画 

豊田市消防整備基本計画 

消防整備基本計画実施計画

（前期実施計画） 

第７次豊田市総合計画 

消防整備基本計画実施計画

（後期実施計画） 

第３次（３０年度～） 
豊田市消防整備基本計画 

検証 

基本計画の見直し

検証 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ  事 業 計 画 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 背 景 

本市では、昭和３１年の消防本部の設置以来、消防庁が示している「消防力

の基準」（現「消防力の整備指針」）に掲げられている基準を満たすべく、消防

施設・消防資機材の整備を図ってきた。 

しかしながら、市街地においては、近年、建築物の高層化や深層化に伴って

都市構造の過密化・複雑化の度合いが深まるとともに、新たな都市機能や産業

活動の進展、危険物需要の増大といった要因も重なって、災害の様相が複雑多

様化・大規模化してきており、新たな消防資機材の配備を始めとして、さらな

る消防力の強化が必要となっているところである。 

また、平成１７年の周辺６町村との合併によって市域の７割を占める広大な

中山間地域を抱えることとなったが、これらの地域においては、道路や水道と

いった社会基盤とともに消防力の整備も大幅に遅れており、特に消防署所や消

防水利、消防資機材の整備といったハード面での早急な対応が喫緊の課題とな

っている。 
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施策体系１ ： 消防施設・消防資機材の整備 

数 
 
 

値 
 
 

目 
 
 

標 

◆  施策体系１では、消防力の整備指針に基づく基準を満たしてい

ない項目についてはその基準に近づくよう、また基準を満たし

ている項目についてはその更新・充実を図ることを目指して次

の数値目標を設定する。 

項     目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

消防署所の設置数（※）
（改築又は建替え数） 

１６署所 
１７署所 
（６署所） 

消 防 車 両 の 配 備 台 数 
（更新導入台数） 

１２４台 
１２３台 
（101 台） 

消 防 水 利 の 設 置 数 
（ 充 足 率 ） 

３,１８２ 
（４８％） 

４,２９８ 
（６５％） 

※ 消防本部を除く。 



◆ 施策体系１では、次の４つの個別施策と１４の実施事業により消防施設・消

防資機材の整備を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

消 

防 

施 

設 

・ 

消 

防 

資 

機 

材 
の 

整 

備 

１－１ 消防署所の整備 

① 稲武出張所の建設 

② 高岡出張所の建替え 

③ 逢妻出張所の分署化 

④ 東分署の建替え 

⑤ (仮)藤岡南部出張所の建設 

⑥ 足助消防署の建替え 

① 既存車両の更新 

② 新規車両の配備 

① 消火栓の整備（旧豊田市）

② 消火栓の整備（旧６町村）

③ 防火水槽及び耐震性貯水槽

 の整備 

④ 私設防火水槽、自然水利等

 の整備 

① 消防資機材の適正配備 

② 消防資機材の更新 

１－２ 消防車両の整備 

１－３ 消防水利の整備 

１－４ 消防資機材の整備 



個別施策１－１  消防署所の整備 

 

 

■ 現状と課題  

平成１７年の町村合併前の旧豊田市の管轄地域においては、平成６年に移転

新築した消防本部・中消防署合同庁舎を皮切りに、平成９年には西分署を、平

成１５年には北消防署を、平成１７年には松平出張所を、それぞれ庁舎の老朽

化及び狭隘を理由として整備してきた。 

また、平成８年には旧藤岡町及び旧小原村の消防事務の受託業務の開始に伴

って藤岡小原分署を開設し、次いで、以前からの懸案であった市の中心部から

西部地区にかけての消防空白地域を解消するため、平成１４年に逢妻出張所を

開設した。 

さらに、平成１８年には、昭和４９年に建築され、老朽化の激しかった大林

出張所を末野原分署として移転新築し、昭和５４年建築の高岡出張所について

は、平成２２年４月の移転新築を目指している。 

これにより、昭和５０年代前半までに建築された消防署所は、すべて建替え

を終了することとなる。 

一方、旧町村地域においては、平成７年に下山出張所が、平成１０年には旭

出張所が開設されており、現在、平成２１年４月の開所を目指して稲武出張所

の建設計画を進めているところである。 

以上のように、本市における消防署所は、「消防力の整備指針」に示されてい

る設置基準に基づいて概ね順調に整備されてきているところであるが、浄水地

区のように急速な市街化に伴って救急需要とともに出動件数が大幅に増加する

地域が発生したり、高岡出張所や保見出張所のように出動件数が消防力の整備

指針に定める基準を超えるため、消防自動車と救急自動車の単独運用を行わな

ければならないといった問題もある。 

また、署所によっては地域の要望あるいは行政側の事情等により、必ずしも

最適の位置に適切な機能を持って建設されているとはいえない部分もあり、署

所数の算定の基礎となる消防車両の走行時間「約５分間」を考慮した場合、空

白地域も多く残されている。 

◆ 地区別の消防署所及びその建築年           （平成１８年４月） 

地    区 消防本部 消 防 署 分  署 出 張 所 

挙母地区 
消防本部 
平成６年 

中消防署 
平成６年 

西分署 
平成９年 

逢妻出張所
平成１４年

高岡地区    
高岡出張所
昭和５４年

旧豊田 

市 内 

上郷地区  
南消防署 
昭和６２年

末野原分署 
平成１８年 
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高橋地区   
東分署 
昭和５５年 

 

松平地区    
松平出張所
平成１７年

保見地区    
保見出張所
昭和５７年

猿投地区  
北消防署 
平成１５年

  

旧豊田 

市 内 

石野地区    
力石出張所
平成４年 

藤 岡 地 区    

小 原 地 区   

藤岡小原 
分  署 
平成８年  

旭 地 区    
旭出張所 
平成１０年

足 助 地 区  
足助消防署
昭和５７年

  

下 山 地 区    
下山出張所
平成７年 

稲 武 地 区    
稲武出張所
平成５年 

合 計 １本部 ４消防署 ４分署 ８出張所 

※  稲武出張所は、愛知県の施設を借用して開所したが、平成１７年からは稲武支
所内に仮移転している。 

 

■ 整備の基本方針 

高岡出張所及び稲武出張所の移転新築により、昭和５０年代前半までに建設

された署所についてはすべて建替えが終了するが、続いて昭和５０年代後半に

建設された足助消防署と東分署の２署についても、本計画期間中に耐震強度不

足や老朽化等により建替えの対象となることが見込まれる。 

耐用年数を経過した署所の建替えは今後も継続する事業であり、その機会を

捉えて、設置場所の移転等により消防空白地域を減らすとともに、市街地にあ

っては出動から現場到着までの時間を概ね５分間とすることを目標とし、中山

間地域にあっては住宅密集地に配慮しながら署所の配置・整備を図っていく。 

また、署所の建替えに当たっては訓練の充実を図るため、潜水プールや濃煙

熱気室といった新たな訓練施設の併設についても考慮するものとする。 

さらに、今後、住宅や商業施設の建設が進むと思われる西中山地区や加茂病

院の移転後に周辺の土地利用度が高まると見込まれる保見・浄水地区、主要道

路の整備により開発が進んだ場合の旧市町村境界地域等については消防需要の

過密地域になる可能性があり、社会情勢や財政状況を睨みながら、これらの地

域における新たな署所の建設や既設署所の増強も視野に入れるものとする。 
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本基本計画期間中に市街地地域人口の増加により消防力の整備指針に基づく

１署所の増設が必要となるため、藤岡南部地区への出張所の設置を検討するが、

新出張所の設置に伴う現在の藤岡小原分署と唯一署所のない小原地区の取扱い

については、本基本計画が終了する平成２９年度までに藤岡地区と小原地区の

均衡を考えて将来構想を策定するものとする。 

なお、今後の署所の建設及び建替えに当たっては、社会情勢その他の事情の

変化がない限り、その建設から建替えまでの期間を概ね５０年とし、できる限

り、同一敷地内において建替えが可能となる広さの用地を確保することとする。 

 

 

■ 実施事業 

耐震基準を満たさない昭和５６年以前に建築された署所（※）、需要から見て

増強（増築）が必要な署所及び新たに設置が必要な署所について、その機能や

移転も考慮しながら、建替え又は建設を行う。 

※ 当該署所については耐震補強が実施されているが、これは建物が倒壊しない程度

の補強であり、地震後に当該署所を災害対策の拠点施設として使用するためには

強度が不足している。 

項    目 事   業   内   容 

① 稲武出張所の建設 

・稲武地区の災害活動拠点として広範な地域を

管轄区域とするため、幹線道路に面した位置

での建設を考える。 

・稲武地区には病院がなく最寄の病院も遠距離

であるため、ドクターヘリの活用を考慮した

施設とする。 

※ 平成５年開所（愛知県施設） 

※ 平成１７年から稲武支所内に仮移転 

② 高岡出張所の建替え 

・高速自動車道の開通に伴って急速に発展する

高岡地区における消防需要の増加を考慮し、

規模の拡張を視野に入れた建替えを行う。 

・各基幹道路とのアクセスを考慮し、適切な設

置場所を選定する。 

※ 昭和５４年建築 

③ 逢妻出張所の分署化 

・浄水地区の市街化や加茂病院の移転による救

急需要の増加を考慮し、現在の分署体制への

改修を行う。 

※ 平成１３年建築 
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④ 東分署の建替え 

・現在の分署としての機能について、その位置

付けを検討しながら建替えを行なう。 

※ 昭和５５年建築 

⑤ 
（仮）藤岡南部出張

所の建設 

・藤岡地区南部地域の発展・市街化に伴って発

生する消防力の不足地域を補うため、藤岡地

区の中心地域までの出動等を考慮しながら新

たな出張所を建設する。 

⑥ 足助消防署の建替え 

・中山間地域の署所を総括する署として、各出

張所への出動等を考慮した建替えを考える。 

※ 昭和５７年建築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１４－



個別施策１－２  消防車両の整備 

 

 

■ 現状と課題 

現在、消防本部、消防署、分署及び出張所に計１２４台の消防車両や広報車

等を配置して市民の安全の確保に努めているが、現有の車両台数は「消防力の

整備指針」に示されている基準数をほぼ満たしている。 

これらの消防車両は使用年数の経過等により順次更新されていくものである

が、今後の職員の高齢化の進展や定員推移をにらんだ場合、その更新に合わせ

て、効果的かつ効率的な消防車両の配備を考慮しなければならない。 

また、市街地人口の増加により消防車両の基準台数に変更が生じる可能性が

高いこと、平成１７年の町村合併により市域が３倍に拡大したこと、消防資機

材等の技術革新に伴い新たな消防車両が出現していること、複雑化・多様化す

る現代の災害に対応できる特殊車両の導入が必要であること等々から、今後、

消防車両の増車や更新車両の高度化等を図る必要がある。 

◆ 整備指針に基づく消防車両（※１）の基準台数と現有台数 （平成１８年４月） 

区       分 基準台数 現有台数 充 足 率 

消防ポンプ自動車 （※２） ２５台 ２４台  ９６％ 

はしご自動車等  ３台  ３台 １００％ 

化学消防車  ３台  ３台 １００％ 

救急自動車 １６台 １６台 １００％ 

救助工作車  ４台  ４台 １００％ 

指 揮 車  ４台  ４台 １００％ 

非常用消防ポンプ自動車  ４台  ４台 １００％ 

非常用救急自動車  ４台  ４台 １００％ 

※１ 保有する消防車両のうち消防力の整備指針に基準が示されている車両 

※２ 市街地に設置する署所において管理すべき動力消防ポンプの数 

 

 

■ 整備の基本方針 

現有の消防車両については、車両更新基準（資料５参照）に基づいて適正な

整備を行うものとするが、更新に当たっては、社会情勢、署所の規模や機能の

変化、新たな消防車両の開発状況等により、当該更新車両をより高次の車両に

変更することも考慮する。 
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また、新規の消防車両の配備については、市街地地域人口が３０万人を超え

た場合の基準台数の増加や準市街地地域における適正配備、市域の拡大に伴う

市街地に該当しない地域の状況等を勘案しながら、財政状況を考慮した上で適

切な配備を目指すものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 既存車両の更新（※） 

・計画期間中に、現有車両１２４台のうち９３台

の消防車両の更新を行う。 

・計画期間中に車両の配備を見直し、廃車を含め

て車両数の適正化を図る。 

② 新規車両の配備 

・計画期間中に、特殊災害対策車、屈折はしご自

動車等の４台の最新型消防車両を購入し、必要

署所に配備する。 

・出張所の建設及び分署化に伴い、４台の消防車

両を新規に配備する。 

※ 排煙電源車、起震車等の特殊車両や原調車、広報車等の一般車両を含む。 
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個別施策１－３  消防水利の整備 

 

 

■ 現状と課題 

消防水利は、火災鎮圧のために消防機械とともに不可欠なものであるが、充

足率の低い地域では、水利部署して消火活動を開始するまでに多くの時間を費

やさなければならず、人的・物的な被害を大きくすることになる。 

「消防水利の基準」（平成１７年消防庁改正告示第９号）に基づいて算定した

場合、本市における望ましい消防水利の基準数（※１）は６,６２５メッシュと

なるが、平成１８年度末における現有施設の数は３,１８２メッシュで、基準数

に対して３,４４３メッシュが不足しており、その充足率は４８％に止まってい

る。 

特に、合併した旧町村地区においては簡易水道のために消防水利の基準に適

合する消火栓がなく、防火水槽のみに頼っていることから充足率が２２％にす

ぎず、早急な消防水利の整備・確保が急務となっている。 

※１ 消防水利の基準数は、市内の市街地及び準市街地を約１７０ｍ（工業地域及び

商業地域にあっては約１４１ｍ）のメッシュで、その他の地域については約１

９８ｍのメッシュで区切り、その中に「消防水利の基準」に適合した水利（防

火水槽にあっては４０㎥以上、消火栓にあっては管径１５０ｍｍ以上の配管に

設置されたもの）があるか否かで判定し、適合水利がある区域を現有数１とし

て数えたもの 

◆ 消防水利の状況                   （平成１８年度末） 

基 準 数 現 有 施 設 数（１８年度） 不足数 充足率 

消 火 栓 １,７９６ 

防 火 水 槽 
（耐震性貯水槽を含む）

１,３０２ 

指定水利 （※２）    ８４ 

６,６２５ 

合 計 ３,１８２ 

３,４４３ ４８％

※２ 指定水利とは、プールや私設水利等の中から「消防水利の基準」に適合するも

のを選定し、消防本部で水利として指定したものをいう。 

 

 

■ 整備の基本方針 

消防水利については、消防水利の基準に基づく施設数の６５パーセントを充

足することを目標とするが、豊田市宅地開発等に関する指導要綱や上下水道局

による水道管拡張事業との連携を取りながら、合併による地域格差も考慮して

適切な整備を図っていく。 
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この場合、大規模地震等の災害の場合に消火栓が使用不能となることを考慮

して、消防水利に占める「防火水槽」の割合が概ね２５パーセントとなるよう

整備するものとするが、防火水槽の設置に当たってはその耐震性を考慮すると

ともに、全体の均衡を図りながら各地域の防災拠点における耐震性貯水槽の整

備も推進する。 

また、河川等の自然水利やプール、私設防火水槽等を消防水利として指定し、

有効水利を確保する。 

 

 

■ 実施事業 

目標年次である平成２９年度までに、合計１,１１６個（更新分を除く）の消

防水利を整備し、基準数に対する充足率を６５パーセントに引き上げる。 

項    目 事   業   内   容 

① 消火栓の整備（旧豊田市） 

・旧豊田市内の消火栓については、水道

管拡張事業に併せて有効な基準水量が

得られるよう協議した上で、建築物の

密集状況等を勘案しながら、年間６０

個～１００個を目途に逐次整備してい

く。（うち、２分の１は配管の敷設替え

による更新） 

② 消火栓の整備（旧６町村） 

・旧６町村内の消火栓については、今後

の上下水道局の水道施設整備方針（簡

易水道から上水道への敷設換え等の計

画）の進捗状況に併せて逐次、整備を

検討する。 

③ 
防火水槽及び耐震性貯水槽 

の整備 

・地域の消防水利が消火栓に偏重するこ

とのないよう、防火水槽についても年

間２５個程度を目途に計画的に整備し

ていく。 

・また、耐震性貯水槽（１００㎥）につ

いては、各中学校区に１個以上を設置

するとともに、可搬式ポンプ（C－1

級）及びポンプ収納庫を併設する。 

④ 
私設防火水槽、自然水利等 

の整備 

・水利基準を補完する施設として調査の

上、順次消防水利として指定を行うも

のとする。 
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個別施策１－４  消防資機材の整備 

 

 

■ 現状と課題 

消火活動を行うための基本となる消防ポンプ自動車、都市構造の変化に対処

するためのはしご自動車や化学消防車等の消防車両については、個別施策１－

２でその整備計画を示しているが、これらの車両に積載し、又は搭乗員に配備

する消防資機材についても計画的にその充実及び更新を図る必要がある。 

消防資機材は、火災等による被害を最小限に食い止め、市民の生命や財産を

守るために不可欠なもので、その配備・更新に当たっては常に最も効果的かつ

効率的な資機材を整備していくことが重要といえる。 

また、今後の職員の高齢化等を考慮した資機材の整備も求められる。 

 

 

■ 整備の基本方針 

各署所や各消防車両に配備する消防資機材については、その更新時や新規購

入時に、規格の統一（維持管理対策）や小型軽量化（職員の高齢化対策）を図

っていく。 

また、消防資機材は、新たな社会需要に対応するために日々技術革新が進ん

でおり、単に現有の資機材を更新するだけではなく、その更新の機会を捉えて

新たな資機材の整備や現有資機材以上に充実した資機材の整備を考慮していく

ものとする。 

 

 

■ 実施事業 

計画期間中に資機材の適正な配備、計画的な更新を行う。 

項    目 事   業   内   容 

① 消防資機材の適正配備 
・計画期間中の組織の再編等に合わせて、資機

材の適正な配備を図る。 

② 消防資機材の更新 
・資機材の計画的な更新を行うとともに、新た

な資機材への転換を図る。 
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■ 背 景 

本市では、昭和の時代には、相次ぐ合併や自動車産業の発展などを背景とし

て急速に人口が増加するとともに都市化が進んだため、優先課題として都市基

盤の整備や消防力の強化が図られてきた。 

当時の恵まれた財政力によって、消防署所や消防資機材といったハード面で

の消防力の整備は進んだが、職員定数については消防力の基準に見合った増員

が図られず、例えば、消防車両の乗車人員については最低人数で運用するなど、

厳しい部隊運用形態が続いている。 

このような中で、平成１７年に周辺６町村と合併して旧あすけ地域消防組合

を吸収したため、職員総数だけを考えると７０人余り増加したものの、旧市域

の３倍を超える広範囲な中山間地域が管轄区域となったため、全体の消防力が

向上している状況にはない。 

また、これまで旧町村においては、役場職員が非常備消防力として活動して

おり、これについては、合併後も支所消防隊としてその機能を存続させていた

ところであるが、行財政改革の折から支所の人員削減は避けられず、支所消防

隊も平成１９年度から廃止されることが決定している。 

支所消防隊が廃止された場合、広大な面積を有する中山間地域では、人員を

含めた消防力が低下することは明白であるが、市全体で予算や人員の抑制が図

られている現状では、消防職員の大幅な増員は難しい状況である。 
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施策体系２ ： 消防組織・消防体制の充実 

◆ 施策体系２では、消防力の整備指針に基づく基準職員の確保や

職員の処遇等の充実を図るとともに、効果的・効率的な組織体

制の再編を目指して次の数値目標を設定する。 

項     目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

指揮隊の設置消防署数 ０消防署 ４消防署 

旭、稲武及び下山地区 
の 出 動 体 制 （※） 

３ 台 ６ 台 

特定任務隊設置分署数 ０分署 ４分署 

※ １出張所につき１台出動体制を２台出動体制に増強 

数 
 

値 
 

目 
 

標 



しかしながら、市域の拡大や災害の複雑化・多様化、救急需要の大幅な増加

等に伴う消防力、特に人員の強化・充実は必要不可欠であり、火災予防体制の

強化や消防活動の安全管理体制の充実を図るとともに、支所消防隊に代わる消

防力を維持できるような職員規模を確保することが喫緊の課題である。 

また、職員の増強を最小限に抑制した組織でも増大する消防需要等に対応で

きるよう、組織改編による任務分担の明確化や指揮隊の適正配置、部隊活動上

の特定任務を付与した特定任務隊の配備、各種システムの効率的な運用、勤務

体制の改善などを図ることも必要である。 

 

 

 

◆  施策体系２では、次の４つの個別施策と１３の実施事業により消防組織・消

防体制の充実を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

消

防

組

織

・

消

防

体

制

の

充

実 

２－１ 組織の再編 

① 署所体制の見直し 

② 指揮隊の配備 

③ 支所消防隊に代わる消防力 
 の強化 

④ 特定任務隊の導入 

２－２ 職員の採用 

２－３ 職員の教育訓練 

２－４ 職員の高齢化対策 

① 研修会・講習会への派遣 

② 各種訓練の実施 

③ 消防スペシャリストの養成

④ 人事ローテーションの確立

⑤ 職員間の知識・技術の承継

① 新規職員の採用 

② 再雇用職員の活用 

① 安全管理体制の強化 

② 変則勤務体制の見直し 



個別施策２－１  組織の再編 

 

 

■ 現状と課題 

平成１８年度現在、本市の消防組織は、１消防本部（４課）、４消防署、４分

署及び８出張所という体制になっている。 

これらの組織のうち、消防本部及び消防署については「消防組織法」におい

てその位置付けが明確に規定されているが、分署及び出張所についてはそれが

必ずしも明確ではない。 

配備されている消防車両その他の資機材や出動隊数等により一応の区分がさ

れてはいるが、市域全体の消防体制や消防力を考えた場合、現在の分署・出張

所の体制について見直す必要がある。 

また、支所消防隊に代わる消防体制の整備や全国的に多発している職員の殉

職事故を防止するための体制の強化を図るとともに、現在の消防組織をさらに

効果的・効率的に運営できる組織体制としていく必要がある。 

 

 

■ 整備の基本方針 

合併した旧町村のうちでも、災害活動の初動体制が特に弱い旭地区、稲武地

区及び下山地区の３出張所について優先的にその消防力の強化を図るとともに、

分署及び出張所については、その位置付けも含めた再編を行う。 

さらに、災害現場における安全確保や効果的・効率的な災害活動の遂行のた

め、指揮隊の配備や特定任務隊の編成を行うとともに、救急活動の一層の高度

化を推進する。 

また、住宅用火災警報器等の設置を含む住宅防火対策を推進するとともに、

防火対象物や危険物施設等の火災予防指導を強化するための予防体制の充実を

図ることも必要であるが、これについては、施策体系５の「防火対策の推進」

で取り上げることとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 署所体制の見直し 

・分署及び出張所について、その位置付けを明

確にし、管轄地域の状況を勘案しながら適正

な再編を行う。 
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② 指揮隊の配備 

・災害現場における安全確保、充実した情報収

集及び円滑で効果的な災害活動を遂行するた

め、指揮隊を４消防署に配備する。 

③ 
支所消防隊に代わる消

防力の強化 

・消火活動の際の水利の確保等に貢献してきた

支所消防隊が廃止された場合、応援隊の到着

までに特に時間を要する旭地区、稲武地区及

び下山地区では、消火活動に重大な支障をき

たすこととなるため、これら３地区の出張所

の職員を増強して車両２台が同時に出動でき

る体制とする。 

・中山間地域での初動体制の強化や情報収集・

支援活動の充実を図るための航空隊の配備に

ついて検討する。 

④ 特定任務隊の導入 

・企業活動の複雑化や建築物の高層化・深層化

等により多様化・大規模化する災害や事故に

的確に対応し、消防部隊を効率的に運用して

被害を軽減するため、特定任務隊を４分署に導

入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２３－



個別施策２－２  職員の採用 

 

 

■ 現状と課題 

支所の人員の縮小に伴って平成１９年度から支所消防隊が廃止されることと

なったが、それにより中山間地域の消防力を低下させることはできない。 

消防団等の非常備消防力を利用することを考慮に入れるとしても、消防団員

の就労形態が変化し、定員の確保が困難となっている現状では、当該地域にお

ける常備消防力としての署所人員を充実させることが必要である。 

また、平成２１年度から退職する職員数が急増するが、単に新規職員の採用

で人数を確保するだけでは、高い知識と経験を持った職員の退職による消防力

の低下は避けられないため、職員の採用の前倒しも考えていかなければならな

い。 

◆ 職員の退職の状況 

年  度 退職者数 年  度 退職者数 

１８年度  ３人 ２４年度  １６人 

１９年度  ８人 ２５年度  １５人 

２０年度  ７人 ２６年度  １７人 

２１年度 １２人 ２７年度  ２４人 

２２年度 １３人 ２８年度  １８人 

２３年度 １２人 合  計 １４５人 

これまでも、消防職員については計画的な採用を図ってきたところではある

が、現在でも「消防力の整備指針」に基づく人員の基準数を充足しておらず、

今後、さらにこの充足率を高めていく必要がある。 

◆ 消防力の整備指針に基づく人員の基準数      （平成１８年４月現在） 

区         分 必要人員 現有人員 

消防車、救急車等により出動する人員 ５００人 ３３８人 

通 信 に 関 す る 人 員  ２０人  ２０人 

予防（火災調査含む）に関する人員（※）  ７２人  ３５人 

そ の 他 （ 庶 務 等 ） の 人 員  ３６人  ３６人 

合         計 ６２８人 ４２９人 

比     率（現有人員／必要人員） １００％  ６８％ 

※ 基準人員（９１人）から交代制勤務による人員（１９人）を除いた数 
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また、現在の職員の年齢構成を見ると、昭和期に相次いだ市町村合併に伴っ

て新たな消防署所を開設したための消防職員の増員と平成初期の消防需要の増

加に伴う組織の充実及び藤岡・小原地区の消防業務を受託したための消防職員

の増員により、２つの大きな山がある。 

将来的に安定した消防力を確保するためには、職員の年齢構成の平準化を図

ることが重要であり、今後の職員採用に当たっては、当該平準化を考慮した計

画とすることが肝要である。 
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■ 整備の基本方針 

退職する職員を補充して現在の職員数を確保していくだけでは、いつまで経

っても「消防力の整備指針」に基づく職員の基準数を充足することができず、

ひいては、今後ますます増加していくと考えられる市民の多様な消防ニーズに

応えられないことになる。 

行財政改革を推し進めている市の現状から大幅な職員の増員を見込むことは

難しい状況であるが、現有の消防力（人員）では、将来にわたって市民の生命

と財産を守り、安全・安心なまちづくりを行っていくことは困難であると考え

られるため、今後、議会や人事当局の理解を得ながら、人員の確保を図るもの

とする。 

また、平成２１年度から始まる大量退職者の発生による消防力の低下を招か

ないよう、採用の前倒しを計画的に行い、職員全体の平準化を図ることを人事

当局に求めていく。 
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◆ 消防職員の年齢構成 

（平成１８年４月現在）



■ 実施事業 

計画期間中に職員の計画的な採用を図り、消防力の整備指針に基づく基準数

に対する充足率を６８％から７５％に高める。 

項    目 事   業   内   容 

① 新規職員の採用 

・将来的に安定した消防力を確保するため、退

職見込み職員相当数を前倒しして採用するこ

とにより職員の平準化を図るとともに、６人

から９人の増員を図る。 

・毎年度採用職員人数＝８人～２４人 

② 再雇用職員の活用 
・消防力の低下を防ぐために、知識と経験を有

する退職職員の再雇用を図る。 

 

 

 

◆ 職員の採用計画 

 基 準 数 実 員 数 充 足 率 

平成１８年度 ６２８人 ４２９人 ６８％ 

平成２９年度 ６４３人 ４８５人 ７５％ 

 

２８年度までの 
退 職 者 数 

２９年度までの 
補 充 職 員 数 

１１年間の採用職員 

１４５人 ５６人 ２０１人 
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個別施策２－３  職員の教育訓練 

 

 

■ 現状と課題 

２１世紀を迎えて消防行政を取り巻く社会情勢は、科学技術や医療技術の革

新、高度情報化の進展、少子高齢化社会の到来、グローバル化、市民の価値観

の多様化等、様々な分野で大きく変化してきている。 

このような情勢の中にあって、消防行政を適正に執行し、市民の負託に応え

ていくためには、職員一人ひとりの資質を向上させることが重要である。 

職務の遂行に必要な幅広い視野を持ち、常に新しい情報を収集し、理解する

とともに、高度な専門知識と技術、想像力と実践力を習得した職員を育てるた

めに、教育及び訓練の充実を図る必要がある。 

 

 

■ 整備の基本方針 

警防活動や救急救助活動は、社会情勢の変化、技術や資機材の進化等に伴っ

てますます専門化していくことが見込まれる。 

したがって、これまでのように職員一人ひとりに幅広い知識を持たせるだけ

ではなく、今後は各分野において高度な知識や資格、技術を有する専門職員と

しての「消防スペシャリスト」の養成が必要となってくるため、当該消防スペ

シャリストを養成することを目的とした研修会や講習会への計画的な派遣をさ

らに促進するものとする。 

さらに、消防ニーズの増加に対応するため、若い職員の消防や救助の技術を

向上させることも喫緊の課題であり、各種訓練の充実・強化を図ることも必要

である。 

予防業務では、新たな性能の規定化や、違反処理の推進、防火対象物の点検

報告制度の導入等に伴って、高度化・専門化が進展しているため、予防技術資

格者の早期の養成が必要である。 

また、初動体制の強化を図るための広域的な応援・受援体制の確立、消防無

線の多重化やデジタル化を検討していく上で、その業務に従事する無線従事者

についても計画的な養成を図るものとする。 

なお、消防スペシャリストのうちの救急救命士と高度救助隊員の養成につい

ては、施策体系４の「救急体制の強化」及び施策体系８の「災害対応力の強化」

において触れることとする。 

本施策において消防スペシャリストを養成することにより、職員の専従化が

進むことになるが、消防職員の全体数が限られていることから、消防スペシャ

リストの将来的な処遇も含めた計画的な人事ローテーションも重要である。 
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人事ローテーションについては、形式的・機械的にこれを行うのではなく、

職員の知識や経験、能力等を把握し、職員本人のやる気を引き出せるような適

正な配置について考慮するものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
研修会・講習会への派

遣 

・対象職員を消防大学校へ派遣する。 

・対象職員を愛知県消防学校へ派遣する。 

・対象職員を各種実務講習会、技能講習会、資

格取得研修会等へ派遣する。 

② 各種訓練の実施 

・署所における通常訓練や特別訓練等を充実

し、常に安全で迅速かつ的確な災害活動が行

えるようにすることにより、被害等の軽減を

図る。 

・隣接消防本部やその他の関係機関との連携を

より強化するため、各種の合同訓練を実施す

る。 

③ 
消防スペシャリストの 

養成 

・消防スペシャリストとして、高度な知識、資

格及び技術を有する専門職員を養成する。 

・予防技術資格者 

・無線従事資格者 

・潜水隊員 

・指揮・火災原因調査員 

④ 
人事ローテーションの 

確立 

・消防職員の職務である、火災予防、警防、救

急及び救助の各業務は深い相関関係を有する

ものであり、人事ローテーションによって複

数の分野の知識や技術を習得し、経験を経る

ことで各分野におけるより高度な職務能力を

備えることができることから、計画的で適正

な人事ローテーションを行う。 

⑤ 
職員間の知識・技術の 

承継 

・特殊な知識や技能を有する経験職員を講師と

した研修会や講演会を開催する。 

・経験職員と若手職員をペアとすること等によ

り実務の中で知識・技術を伝承・承継できる

体制づくりを検討する。 
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個別施策２－４  職員の高齢化対策 

 

 

■ 現状と課題 

平成１８年度の消防職員に占める５０歳以上の職員の割合は約３０パーセン

トとなっているが、現在の職員数のままで本計画の終了年次である平成２９年

度まで推移し、退職者の補充を１８歳から２２歳の新規採用職員で充当した場

合、平成２９年度における５０歳以上の職員の割合は約２６パーセントとなり、

若干ではあるが、高齢化率は減少する。 

行政職と比較した場合、消防職の高齢化率が高いとは言えないが、それでも

約３人に１人が５０歳以上の職員である状態が続くことになる。 

消防職員の総数が抑制傾向にある一方で消防ニーズは確実に増加しており、

今後は、５０歳以上の職員についても災害現場等へ出動し、災害活動に従事し

なければならないケースが増加するものと思われる。 

そのため、肉体的に下降期にあるこれらの高齢職員の処遇について考慮する

必要がある。 

◆ 消防職員の年齢構成 

年  齢  層 平成１８年度 平成２９年度 

１８歳～２９歳 １００人 １３７人 

３０歳～３９歳  ７９人  ９４人 

４０歳～４９歳 １２３人  ８６人 

５０歳～５９歳 １２７人 １１２人 

合    計 ４２９人 ４２９人 

※ 退職した職員を１８歳と２２歳の新規採用職員で半分ずつ補充した場合 

 

 

■ 整備の基本方針 

高齢職員の安全確保と健康維持を図ることができる体制を整備する。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 安全管理体制の強化 

・火災、救急及び救助の災害現場等における安

全管理体制を整備・充実するとともに、職員

の体力強化に努める。 

② 変則勤務体制の見直し 

・交替制消防職員の肉体的な負担を軽減するた

め、勤務体制の見直しを行う。 

・３交替制度については、職員の意見等を聴取

しながら、引き続き検討する。 
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■ 背 景 

行財政改革等により消防職員の総数が抑制されている中、救急需要は年々増

加の一途をたどっており、さらには、平成１７年の市町村合併により広大な管

轄地域を有することとなったため、救急業務における現場到着所要時間の地域

格差が拡大するとともに、平均現場到着所要時間も延びる傾向にある。 

このような状況で救命率を向上させるためには、今以上に受信から出動まで

の時間短縮を図るとともに、通報の内容から情報を的確に把握し、適切な口頭

指導を行うことができる体制を構築することが必要である。 

また、地震や風水害による大規模な自然災害が発生した場合や有事の場合に

は、地域での初動体制を充実するためにも、非常備消防力である消防団員や関

係地域の住民に、素早くかつ的確にそれらの情報を伝達しなければならず、広

大な市域における情報の共有化のための緊急通信体制の整備が急がれている。 

さらに、近年では、専門的な知識を要する特殊な災害も増加してきており、

後方から当該専門知識等について支援することができるよう、医療機関を始め

とした関係各機関との連携体制を充実させる必要もある。 
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施策体系３  通信体制の整備 

◆ 施策体系３では、緊急時の通信体制等を整備・充実すること

を目指して次の数値目標を設定する。 

項       目 
現  状 
（１８年度）

目  標 
（２９年度）

１１９番受信から予告指令 
ま で の 平 均 所 要 時 間 

１分１４秒 １分００秒 

 〈アナログ〉 〈デジタル〉

基 地 局   ９局   ８局 

車 載 局 １４５台 １５０台 

消 防 救 急無線 
の 整 備 数 

（消防団等の 
消防波を含む）

携 帯 局 １２２台 １２７台 

 

数 
 

値 
 

目 
 

標 



◆ 施策体系７では、次の２つの個別施策と６つの実施事業により通信体制の整

備を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

通

信

体

制

の

整

備 

３－１
１１９番受信体 
制の充実 

３－２ 
消防通信体制の 
整備 

① 消防救急デジタル無線の整備 

② 高機能消防指令システムの構 

 築 

③ 消防救急防災情報システムの 

 構築 

① 携帯電話・ＩＰ電話の発信地 

 表示システムの導入 

② 地図検索システムのデータの 

 充実 

③ 事前管制・口頭指導の高度化 



個別施策３－１  １１９番受信体制の充実 

 

 

■ 現状と課題 

現在、固定電話においては１１９番通報の受信の際に発信地が表示できるた

め、消防自動車や救急自動車等の速やかな出動・到着に大きく寄与しているが、

近年増加している携帯電話やＩＰ電話からの１１９番通報については発信地表

示ができず、通報者からの情報に頼らざるを得ないため、災害現場の特定に時

間を要している。 

また、通報現場におけるバイスタンダーによる応急手当により救命率が上昇

することは明らかであり、１１９番通報の受信時に通報者に対して応急手当を

的確に口頭指導できる通信指令員の養成を図ることが重要である。 

通信指令員については、合わせて、出動している隊員に対して的確な指示を

与えることができる能力も求められる。 

 

 

■ 整備の基本方針 

携帯電話やＩＰ電話による１１９番通報に対応する発信地表示システムの導

入を図るとともに、通報者からの少ない情報にも対応できるよう、地図検索シ

ステムにおける各種情報データをさらに充実し、速やかに通報場所の特定がで

きるようにする。 

さらに、通信指令員については、通報者や出動隊員に対する的確な口頭指導

が行えるよう、研修等を通じて各種対応訓練を行う。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 

携帯電話・ＩＰ電話の 

発信地表示システムの 

導入 

・携帯電話及びＩＰ電話からの緊急通報件数

の増加に対応するため、位置情報通知の仕

組みを構築し、発信地の位置特定時間の短

縮を図る。 

② 
地図検索システムのデ 

ータの充実 

・地図検索システムのデータを充実し、迅速

な災害現場検索やＡＥＤ設置場所の表示に

よる適切な口頭指導が行えるようにする。 
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③ 
事前管制・口頭指導の 

高度化 

・通信指令員に対して、症例検証会への参加

や救急自動車への同乗実習等を行わせるこ

とにより、緊急判断能力を向上させ、口頭

指導の高度化を図る。 

・１１９番受信時に必要な傷病者の主訴や病

態（重症度や緊急度）に基づいたトリアー

ジ・プロトコールを作成し、通信指令員の

高いレベルでの標準化を図る。 
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個別施策３－２  消防通信体制の整備 

 

 

■ 現状と課題 

東海・東南海地震や集中豪雨といった大規模な自然災害が発生した場合やＮ

ＢＣテロを含む有事事態となった場合等には、地域での初動体制や自助・互助

体制を充実させるためにも、速やかな情報伝達は不可欠である。 

豊田市においても、社会部防災防犯課が中心となって地域防災無線や衛星電

話等の情報伝達手段の整備を図ってきているが、平成１７年の市町村合併に伴

い、旧町村部での整備の遅れが問題となってきている。 

豊田消防においても、旧東加茂地域の全世帯に整備されていた同報無線の個

別受信機が廃止されることに伴い、当該地域の消防団員に対する呼出しや出動

連絡といった情報伝達の手段が絶たれることになり、早急な対応が求められて

いる。 

また、人々は往々にして、災害や被害の情報を主にテレビやラジオ、新聞と

いったマスメディアを通じて入手しているが、豊田市という限定された地域に

おける災害や被害の詳細な情報についてはほとんど入手不可能であり、地域で

の初動対応を充実させるためには、地域の災害・被害情報をいち早く家庭や地

域、関係機関等に伝達し、情報の共有化を行うことができる体制の整備を図る

必要がある。 

 

 

■ 整備の基本方針 

現在、本市の消防救急無線設備は、基地局無線設備（９か所）、固定局無線設

備（１２か所）及び陸上移動局無線機（車載無線機１４５台・携帯無線機１２

２台）が配備されているが、すべてアナログ式であり、今後のデジタル化移行

に伴い、社会部防災防犯課が所管する防災行政無線と調整を図りながら、これ

らの消防救急無線のデジタル化を進める。 

また、災害現場の映像等を受信できる衛星系超小型地球局（ＶＳＡＴ）の消

防本部への設置について調査・検討を行う。 

さらに、災害応急対応を迅速かつ的確に実施するため、行政や地域、市民、

企業が災害や被害の情報を共有化できる体制の構築を図るものとするが、これ

については、地域防災計画を所管する防災防犯課と連携しながら推進する。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
消防救急デジタル無線 

の整備 

・消防救急無線のデジタル化移行に伴い、消

防救急デジタル無線の整備を図る。 

② 
高機能消防指令システ 

ムの構築 

・現行の消防総合指令システムの老朽化と消

防救急無線のデジタル化移行に対応するた

め、高機能消防指令システムを構築する。 

③ 
消防救急防災情報シス 

テムの構築 

・災害情報や被害情報を一元化するととも

に、行政と消防団、自主防災組織等との双

方向で情報連絡を行うことができるシステ

ムの構築に向けての検討を進め、初動対応

の強化を図る。 
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■ 背 景 

救急活動は、火災予防活動、消火活動及び救助活動と並んで、消防行政の一

翼を担っている活動であるが、その需要は増加の一途をたどっており、また救

命措置についても年々高度化してきている。 

本市においては、これらの需要に応えるため１６隊の救急隊のすべてを高規

格救急車と救急救命士等で運用するとともに、大規模な災害等で多数の傷病者

が発生した場合に現場において迅速な対応ができるよう、応急救護コンテナを

中消防署に配置し、救急体制の充実に努めているところである。 

救急に対する国民のニーズに応え、救急現場や搬送途上における応急処置の

充実による傷病者の救命率の向上を図るために、平成３年から救急救命士の制

度が導入され、より高度な観察及び応急処置を行うことができるようになった

が、平成１６年からは救急救命士による気管挿管が、平成１８年からは薬剤投

与が可能となり、さらなる救命率の向上が期待されている。 

本市においてもこれらの資格を持った救急救命士の養成を推進し、救急体制

の充実を図っている。 
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施策体系４  救急体制の強化 

◆ 施策体系４では、増加の一途をたどっている救急需要や年々

高度化する救命措置等に対応するため、次の数値目標を設定す

る。 

項     目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

救 急 救 命 士 の 総 数 ６３人 １１２人 

薬 剤 救 命 士 の 総 数 １７人 １１２人 

挿 管 救 命 士 の 総 数 １１人 ３４人 

不 急 利 用 者 の 割 合 ２３％ １２％ 

応急手当指導者の総数 ３００人 １,４００人 

 

数 
 
 

値 
 
 

目 
 
 

標 



しかし、高齢者人口の増加や核家族化の進展等の社会構造の変化に伴って救

急需要が年々増加の一途をたどっている中、行財政改革の推進や厳しい財政状

況、さらには救急隊員に対する教育訓練の制約等を考慮すると、救急需要の増

加に合わせて救急隊員の数を増加させることは困難な状況にある。 

これにより、救急業務における需給ギャップが拡大し、現場到着所要時間が

遅延する傾向にあり、また、病院間の救急搬送である転院搬送では、高度医療

機関への遠距離搬送の場合などには１件当たりの活動時間が長時間となり、そ

の間の当該救急隊の管轄地域での救急体制等に支障が生じることもある。 

改正された消防力の整備指針では、消防隊員と救急隊員の兼務基準が設定さ

れるとともに、救急自動車に搭乗すべき救急隊員について医療従事者が同乗す

る転院搬送時の緩和が図られるなど、増加する救急需要への対応がなされてい

るが、高齢化のさらなる進展等に伴い、今後も救急需要が増加し続けることが

予想され、真に緊急を要する傷病者への対応の遅れによる救命率の低下が懸念

されるところである。 
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◆ 施策体系４では、次の４つの個別施策と１２の実施事業により救急体制の強

化を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

救 
 

急 
 

体 
 

制 
 

の 
 

強 
 

化 

４－１ 
救急業務の高度化
の推進 

① 救急救命士の採用・養成 

② ＡＥＤの設置の促進 

③ 常時指示体制の充実 

④ ワークステーションの運用

⑤ 現場活動の標準化と病院前

救護処置の充実 

４－２ 
増加する救急業務
への対応 

４－３ 
市民による救命率
の向上 

① 頻回利用者の個別指導 

② 市民向け広報の推進 

③ 救急相談窓口の設置 

 救急資機材の整備 ４－４ 救急資機材の整備

① 応急手当インストラクター

制度の創設 

② 応急手当指導センターの設

置 

③ 応急手当講習会の充実 



個別施策４－１  救急業務の高度化の推進 

 

 

■ 現状と課題 

近年、救急救命士の制度が創設されて以来長年の懸案事項であった救急救命

士の処置範囲の拡大が進められてきている。 

平成１５年４月からは包括的指示下での除細動処置が、次いで平成１６年７

月からは気管に直接チューブを挿入して酸素を送る気管挿管の処置が、さらに

平成１８年４月からは救命効果が高いとされる薬剤投与（アドレナリン）が開

始されている。 

これらの改正に伴い、救急業務は、これまでの医療機関への搬送を主体とし

た救急活動から、医療職である救急救命士を中心とした医療の一環としての病

院前救護体制の中に組み入れられることになった。 

しかし、救急救命士の処置範囲の拡大を中心とした救急業務の高度化を図る

ためには、その前提として、医師の具体的指示が常時継続して受けられる体制

の整備、プロトコールの作成、事後検証体制の整備といったメデカルコントロ

ール体制のより高いレベルでの構築が必要不可欠である。 

さらに、救急救命士にあっても高度な知識や技能が要求されることとなり、

その知識・技能を常に保つための再教育や生涯教育といった体制づくりも重要

である。 

本市においてもメディカルコントロール体制の整備を図るとともに、気管挿

管や薬剤投与の資格を持った救急救命士の養成を推進し、救急体制の充実を図

っており、救急救命士については、平成１８年度にはすべての救急隊に救急救

命士が配備されたが、救急需要の増加や職員の高齢化、経験職員の大量退職等

を考えた場合、さらに複数の救急救命士を確保することが必要である。 

 

 

■ 整備の基本方針 

病院前救護体制は、心肺停止傷病者に対する救急救命士の処置範囲の拡大を

中心に整備が進められているが、これらの処置に対応できる救急救命士の採用

及び養成を推進するとともに、効果的な再教育体制についても検討する。 

また、救急業務の高度化に的確に対応するとともに、ＡＥＤの設置促進、応

急手当の普及、医療機関との連携強化等により、救急力を総合的にレベルアッ

プし、救命率を向上させる。 

さらに、重度外傷患者については、現場での適正な処置と早期の病院搬送に

より外傷死の約４０％が救命できるという研究報告に基づき、重度外傷傷病者

に対する救急隊の現場活動技術のレベルアップと高度治療医療機関への早期の

搬送体制を構築する。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
救急救命士の採用・ 

養成 

・救急救命士の養成を行い、救急救命士常時２

名乗車体制を目指す。 

（※ 毎年度の養成計画人数＝４～５人） 

・職員採用の際、救急救命士の資格保有者の採

用について考慮する。 

・薬剤投与のできる救急救命士を養成する。 

（※ 毎年度の養成計画人数＝９～１０人） 

・気管挿管のできる救急救命士を養成する。 

（※ 毎年度の養成計画人数＝２～３人） 

② ＡＥＤの設置の促進 

・現在、公共施設を中心としてＡＥＤの設置が

進められているが、さらに、事業所等への設

置、（仮称）街かど救急ステーションへの設置

等を指導し、企業や地域と連携してＡＥＤの

普及促進を図る。 

・消防隊が救急隊より先に現場に到着する可能

性を考慮して、消防隊用ＡＥＤを整備する。 

③ 常時指示体制の充実 

・救急救命士の特定行為の実施に当たっては医

師の具体的な指示がその前提条件であること

から、指示医療機関との間のオンラインによ

る常時指示体制（電話交換手や看護師等を介

在することなく、直接医師から指示を受ける

ことができる体制）のさらなる充実を図る。 

④ 
ワークステーション 

の運用 

・医学的見地からの救急隊員の再教育は、救急

隊活動内容の質の向上に不可欠であり、救急

ワークステーション方式（救急車を病院に待

機させながら研修を行い、救急出動の際に当

該病院から直接出動する方式）を通じて効果

的な再教育体制を構築する。 

⑤ 

現場活動の標準化と 

病院前救護処置の充 

実 

・救急現場で重症度判定を正しく行い、適切な

医療機関へ搬送できる体制を構築するため、

現場活動の標準化を行なう。 

・医師によるＪＡＴＥＣと連携した体制を構築

するため、ＪＰＴＥＣ等の外傷病院前救護処

置プログラム研修を受講した救急隊員を、救

急隊１隊に常時１人以上配置する。 

※JATEC （Japan Advanced Trauma Evaluation and Care） 

＝  医師に対する標準的外傷初療ガイドライン 

※JPTEC （Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care）

＝ 救急隊向け病院前救護処理ガイドライン 
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個別施策４－２  増加する救急業務への対応 

 

 

■ 現状と課題 

救急業務は、市民にとって必要不可欠な行政サービスとして定着しているが、

救急出動件数が年々増加している一方、財政事情や人員削減策等によって救急

隊員の充実を図ることは困難な状況にあり、需給ギャップが拡大しつつある。 

今後も高齢化のさらなる進展や住民意識の変化に伴って救急需要が増加し続

けることが予想されるところであるが、需給ギャップにより現場到着所要時間

が遅延し、救命率に影響が出ることも危惧されている。 

国としても消防力の整備指針において、消防隊員との兼務基準や転院搬送の

際の救急隊員の削減等の対応を示してきているが、現に需給ギャップは拡大の

一途をたどっており、高齢化のさらなる進展やそれに伴う独居高齢者世帯の増

加、核家族化の進展、コミュニティ意識の希薄化などが叫ばれる中、救急需要

の増大に対する対策は喫緊の課題である。 

本来、救急業務は、住民の生命や身体を守る業務であり、安易に救急車が要

請されたり、結果的に消防機関による対応が必要でない事案に救急車を出動さ

せること等によって、真に緊急性を有する傷病者に対する迅速かつ的確な対応

に支障を来たすことがあってはならないものである。 

しかしながら、救急隊の迅速な活動を阻害し、真に緊急を要している重症患

者への対応を遅らせるといった迷惑行動を取っているという自覚のまったくな

い頻回利用者や、定期的な通院に当たって救急車をタクシー代わりに常用する

悪質な利用者が往々にして見受けられる。 

また、高齢者からの要請や乳幼児に係る要請の大半は、軽症者であることが

多いということも全国的な統計で判明している。 

もちろん軽症者であるからといって、緊急性の観点から救急車による搬送の

必要性がないとはいえないが、これらの患者が救急需要を増大させていること

は確かであろう。 

核家族化の進展やコミュニティ意識の希薄化といった社会的背景や小児救急

をめぐる医療体制上の問題などがこれらの人々を生み出しているともいえるが、

これらの安易な救急要請を減少させ、真に救急出動が必要な重症患者に迅速か

つ的確に対応することが必要である。 

 

 

■ 整備の基本方針 

真に必要であるとは考えられない救急需要を抑制するためには、市民に対し

て現在の救急の実態を伝え、理解を得ることが重要であり、メディアやポスタ

ー、パンフレット等、様々な手段を活用して市民への広報活動を行う。 
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さらに、軽症であっても相談する相手がいなくて１１９番通報に頼ってしま

うといった高齢者や乳幼児の母親に対しては、病院情報を提供している愛知県

救急医療情報センターや厚生労働省の小児救急電話相談事業等の存在をＰＲし、

その利用を促すとともに、民間患者搬送事業者等の代替的な交通手段情報の提

供や応急手当の相談窓口として、救急相談窓口を設置する。 

この場合、利用者の便宜を考慮して、１１９番に類似するような簡易で特別

なコール番号を活用できるようにすることが望ましいが、これについては、既

に実施されている厚生労働省の小児救急電話相談事業（＃８０００）や警察庁

の相談窓口（＃９１１０）といった短縮コールサービスが参考になる。 

また、救急需要の増加の一因となっている転院搬送業務については、現在病

院救急車や民間委託等の活用について総務省消防庁が検討しているところであ

るが、本市においても関係する医療機関等と協議を行ない、その解決に向けた

検討を進める。 

なお、救急サービスの経費負担（有料化）については、そもそも需要抑制を

目的とするのか、財源確保を目的とするのか、いかなる搬送を対象とし、徴収

の仕組みや料金の額はどうするのか、需要の多寡に応じて生ずる地域格差をど

う考えるのか等々、整理しなければならない問題が多く、公平性や公正性の観

点からの論点も多岐に分かれており、国において国民の議論の下で検討する課

題であるため、本基本計画には反映しないものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 頻回利用者の個別指導 

・迷惑行為の自覚のない頻回利用者に対して、

福祉部局等と連携して戸別訪問を行い、救急

の実態についての理解を求める。 

② 市民向け広報の推進 

・救急車の適正利用を呼びかけるポスターを市

民から公募し、優秀作品を広報に利用する。 

・適正利用に関するパンフレット等を作成して

公共施設や医療機関に配置し、市民へＰＲす

る。 

・救急車を呼ぶべき状態と自分で対処してもら

う状態とについて具体的事例で分かりやすく

解説した資料を作成し、広報とよた等を利用

して市民に周知する。 

③ 救急相談窓口の設置 

・救急相談窓口を設置し、軽症利用者等に対し

て民間の患者搬送事業者等の代替交通機関や

病院情報の提供、応急手当相談等のサービス

を行う。 
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個別施策４－３  市民による救命率の向上 

 

 

■ 現状と課題 

救急事故が発生した場合、バイスタンダー（現場に居合わせた人）が速やか

に適切な応急手当を施すことにより、傷病者の救命率が大幅に向上することは

医学的見地からも明らかになっているが、現実には、救急車が現場に到着する

までの間、家族や通行人等が現場に居合わせながら何ら応急手当を施すことな

く、そのまま放置しているケースが少なくない。 

これは、放置を容認しているのではなく、応急手当を施したくともその知識

がないことが原因であり、できるだけ多くの市民に応急手当の知識や技術を身

につけてもらうことが必要である。 

米国での調査研究によれば、成人人口の２０パーセントが人口呼吸や心臓マ

ッサージ等の講習訓練を受けていれば、病院外で心停止になった人の死亡率が

大幅に減少するという結果が出ている。 

しかし、本市においては、平成１５年度から平成１７年度までの間に３時間

以上の応急手当講習を受けた者は約１万４,０００人で、成人人口の２０パーセ

ントには程遠い状況にあり、市民を対象とした応急手当講習等の一層の普及啓

発が急務である。 

さらに、応急手当手技を維持するためには２年ごとに講習を再受講すること

が望ましいが、これも十分に受講されているとは言いがたい状況にあり、受講

者への周知を含めた対応が必要である。 

また、市民への応急手当知識の普及は、救急事故の際の救命率の向上を図る

という本来の効果だけではなく、大規模災害等における自主救護能力の向上や

救急業務に対する理解の促進による救急車利用の適正化といった効果も見込む

ことができるため、応急手当講習会は今後ますます重要となってくる。 

ただ、人員不足のために査察業務や緊急出動業務と兼務して応急手当の指導

業務を行なっている現状では、講習会の回数を増やすことにも限度があるため、

講習会のあり方や組織・人員の再編等も考慮に入れながら、市民の希望に応じ

た応急手当講習の普及啓発を図っていく必要がある。 

 

 

■ 整備の基本方針 

応急手当の普及促進のため、消防職員による指導普及に加えて、（仮称）応急

手当インストラクター制度（※１）の創設や応急手当普及員制度（※２）により、

市民の希望（開催日時や開催場所、回数等）に沿った応急手当講習会を開催で

きる体制を整備することにより、受講者の増加を図る。 
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※１ 応急手当インストラクター制度とは、市民を対象とした応急手当講習会におい

て、消防職員以外の指導員資格者（看護師ＯＢや消防職員ＯＢ等）による応急

手当講習養成専門チームを創設し、休日や夜間の応急手当講習会等に対応する

制度をいう。 

※２ 応急手当普及員制度とは、企業の保健担当者や自治区の役員、教職員等の地位

にある者に対して一定の講習を実施し、その所属する企業の従業員や自治区の

住民、学生・生徒等に対して応急手当を指導できる知識や技術を有する者とし

て消防長が認定を与える制度をいう。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

①
応急手当インストラク 

ター制度の創設 

・（仮称）応急手当インストラクター制度を創

設し、個々の市民の要望（開催日時や場所、

回数等）により近い機動的な応急手当講習会

を開催することにより、救命率の向上や救急

車利用者の適正化等を図る。 

・全世帯に１人以上の講習会修了者がある状態

を目指す。 

②
応急手当指導センター 

の設置 

・消防職員のＯＢ等によって（仮称）応急手当

指導センターを設置し、各種情報や推進計画

の管理、応急手当普及員の養成、講師の派遣

や指導用人形の貸出し手続等について一括管

理し、市民への応急手当の普及啓発活動を促

進する。 

③ 応急手当講習会の充実 

・中学校や高等学校の保健体育の授業において

止血法や包帯法、心肺蘇生法等の応急手当に

ついての指導を充実させるため、教職員を心

肺蘇生法の実習やＡＥＤの知識の普及を含む

各種講習会に参加させ、その指導力の向上を

図る。 

・企業の保健担当者や自治区役員、教職員等を

応急手当普及員として養成し、当該所属の関

係者（市民）に対して応急手当の普及啓発を

図らせる。 
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個別施策４－４  救急資機材の整備 

 

 

■ 現状と課題 

増加の一途にある救急需要において救命率や社会復帰率を向上させるため、

気管挿管や薬剤投与といった新たな応急処置が導入されてきており、それらの

処置に対応するための高度な救急資機材の整備が急務となっている。 

今後、さらに挿管救命士や薬剤救命士が増加していくことになるが、救急現

場での確実・迅速な活動や救命処置技術の向上のためには日々の訓練が必要不

可欠であり、これに必要な訓練用救急資機材の整備も重要となってくる。 

また、救急活動の基本となる国際的な「心肺蘇生ガイドライン」は概ね５年

ごとに見直しがされており、当該見直しに伴う活動方法の変更等により、新た

な資機材の導入や交換が求められることになる。 

最近では、肝炎やエイズ等の感染防止についても重要視されてきており、活

動する消防職員のみならず、搬送傷病者から他の搬送傷病者への感染を防ぐた

めに、一層の消毒・滅菌処理が要求されている。 

 

 

■ 整備の基本方針 

救急活動の高度化に対応した資機材の整備・充実を図るとともに、心肺蘇生

ガイドラインの変更の際には、当該変更に適合した資機材への変更を考慮する。 

また、救急資機材は常に新たなものへと進化しているため、現有資機材の更

新の際には、常に最新式の資機材を導入していくものとする。 

感染防止のための消毒・滅菌資機材にあっては、発がん性のあるガスを使用

している機器からそのおそれのない機器への変更を図るとともに、ディスポー

ザブル製品（再使用せず、消毒・滅菌の必要がない製品）の使用についても考

慮していくこととする。 

救急活動の高度化に対応するために必要な訓練資機材の整備に当たっては、

高度救急の中心となる消防署や分署を中心に、高度救命処置訓練の可能な訓練

用人形等を計画的に整備していく。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

 救急資機材の整備 

・救急救命士の救命処置内容の高度化に対応

した訓練用人形その他の救急資機材につい

て、計画的な整備を図る。 

・発がん性のあるエチレンオキシドガス滅菌

器から高圧蒸気滅菌器への転換を図る。 

・医師等の意見も参考にしながら、新たな応

急処置に対応できる救急資機材の導入を図

るとともに、計画的な更新を行う。 
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■ 背 景 

火災から市民の生命と財産を守り、市民の安全を確保することは消防行政の

目的であるが、火災予防のためには、消防機関だけではなく、他の行政機関や

事業所、地域さらには市民が、それぞれ自らの責任と役割分担を認識し、相互

に共働して総合的な連携を図ることが重要である。 

住宅火災による死者は、建物火災における死者の概ね９割を占めているが、

その中でも、高齢者の死者発生率が他の年齢層に比べて極めて高い。 

これら高齢者を含めた災害弱者に対する対策を中心として、住宅の防火安全

性を高めていく施策を総合的に促進することが急務となっている。 

また、全国的に放火件数が年々増加してきており、深刻な社会問題となって

いるが、本市においても火災の出火原因別のトップが放火（放火の疑いを含

む。）であることから、早急に関係機関や地域との連携を強化し、各地域での

取組を支援することによって、放火されないまちづくりを推進することが必要

である。 
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施策体系５  防火対策の推進 

◆ 施策体系５では、市民、事業者及び行政が共働して火災予防

を推進することを目指して次の数値目標を設定する。 

項      目 
現  状 
（１７年度）

目  標 
（２９年度）

住 宅 用 火 災 警 報 器 等 の 
設 置 割 合（新築・既存） 

（未調査） ９０％ 

防火対象物の年間査察件数 １,６５０件 ３,０００件 

防 火 対 象 物 の 
定 期 点 検 報 告 の 割 合 

３７％ ７０％ 

危険物施設の年間査察件数 ２７４件 ５６０件 

防 災 学 習 セ ン タ ー 
の 年 間 利 用 者 数 

（※）

１８,７９６人
３０,０００人

※ 現状の欄の利用者数は、平成１６年度実績 

数 
 
 

値 
 
 

目 
 
 

標 



一方、建築物に対する防火対策では、平成１３年に発生した新宿歌舞伎町の

ビル火災を契機として平成１４年４月に昭和４９年以来の消防法の大幅な改正

が行なわれ、市民が勤務又は出入りする事業所の建築物や関係者に対する規制

が強化されるとともに、消防機関についても立入検査制限の見直しや措置命令

主体の拡大といった権限拡大による適切な予防行政の遂行が求められることと

なった。 

さらに、建築物の大規模化・高層化・複雑化に伴い、消防用設備等に従来の

「仕様規定」に加えて「性能規定」が導入されたことや大臣認定による特殊消

防用設備が法制化される等、建築物に関する予防行政を遂行していくためには

高度で専門的な知識が不可欠となってきおり、それらに対応できる人員を確保

するとともに、いかに効果的かつ効率的に建築予防行政を行なっていくかが課

題となっている。 

危険物施設にあっては、工場における一般取扱所の数が産業経済の発展とと

もに増加したことにより、人的要因を含めて当該一般取扱所に起因する災害が

増えてきている上、昭和４０年代に埋設された地下タンクが、経年劣化に伴う

漏えい等によって災害を引き起こす可能性も危惧されている。 

現在、消防機関においては、許認可審査や完成検査を行なうとともに、立入

検査等を通じて危険物の取扱者に安全管理指導を行い、安全の確保を目指して

いるが、限られた人員と時間の中でいかに効果的かつ効率的に査察を行なって

いくかが課題となっている。 
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◆ 施策体系５では、次の５つの個別施策と１７の実施事業により防火対策の推

進を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

防

火

対

策

の

推

進 

５－１ 防火思想の普及啓発 

① 各種イベント等の開催 

②  幼児に対する防火思想の

普及 

③ 広報媒体の拡大 

④ 防災学習センターの活用 

⑤ 消防音楽隊の充実 

① 防火管理講習会の充実 

② 自主防火管理業務の推進 

③ 点検報告制度の普及 

④ 査察体制の強化 

⑤ 対象物情報の充実 

５－２ 住宅防火対策の推進 

５－４ 
建築物の火災予防対 
策 

５－５ 
危険物施設の安全対 
策 

① 放火防止対策の普及啓発 

②  放火されにくい環境づく

り 

① 住宅用防災機器等の普及 

②  住宅用防災機器等の普及

率の調査 

５－３ 放火防止対策の推進 

① 危険物規制事務の充実 

② 自主保安体制の推進 

③ 査察体制の強化 



個別施策５－１  防火思想の普及啓発 

 

 

■ 現状と課題 

予防対策では、火災の発生の防止とともに、火災が発生した場合の通報、初

期消火、安全避難等の活動を市民の誰もが行えるよう、火災予防に対する知識

と理解を深めることが重要である。 

そのために、秋及び春の火災予防運動を始めとして、各種のイベントや講座

を開催するとともに、広報とよた、ＦＭラジオ、ケーブルＴＶ等のマスメディ

アを活用した防火ＰＲを行っているが、広報活動については、対象者の国籍や

年齢、職種等を勘案しながら実施することが肝要であり、外国人を対象とした

外国語のパンフレットや視聴覚障害者に配慮した点字パンフレット、音声テー

プ等の作成を考慮する必要もある。 

また、平成１５年には防災指導車として起震車の「防サイ君」を導入し、市

内各所で地震体験をしてもらうとともに火災予防指導を積極的に行っている。 

さらに、大人も子どもも楽しみながら防災知識を習得できる施設として平成

６年にオープンした消防本部１階の「防災学習センター」については、利用者

の減少傾向が見られたために平成１７年度に全面リニューアルし、新たな施設

を導入したところである。 

◆ 防災学習センターの利用状況 

年    度 年 間 利 用 者 数 前 年 度 比 較 

平成１２年度 ２４,８７４人 ― 

平成１３年度 ２８,６１０人   ３ ,７３６人 

平成１４年度 ２５,２６０人 △ ３,３５０人 

平成１５年度 ２５,５１３人    ２５３人 

平成１６年度 １８,７９６人 △ ６,７１７人 

平成１７年度 １７,８０３人   （△９９３人） 

※ 平成１７年度の利用者数は、リニューアルのために閉館する前の４月から９月
までの利用者数である。 

 

 

■ 整備の基本方針 

市民が魅力を感じるとともに、親子連れで楽しめる各種イベントや講座を開

催し、参加者の防火意識の高揚を図る。 

また、幼児期から少年期までの成長に合わせて、火の取扱いに関するしつけ

や災害の予防方法等に関する学習を行い、子どもの頃から防火思想を育む。 
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起震車「防サイ君」の利用回数及び「防災学習センター」の利用者の増加を

図るため、積極的なＰＲ活動や各種イベントを実施するとともに、ケーブルＴ

Ｖ等のマスメディアをさらに利用し、市民へ様々な情報提供を行うことにより

防火思想の普及啓発を図る。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
各種イベント等の開 

催 

・ＹＯＵ・遊：消防フェスタや各消防署でのイ

ベントについて、リピーターを確保できるよ

うな新たな工夫を凝らしながら、これを継続

する。 

・市内の小中学校の生徒を対象とした消防子ど

も写生大会や消防ポスターコンクール等につ

いても引き続き開催し、子どもの頃から防火

思想を育む。 

② 
幼児に対する防火思 

想の普及 

・幼年消防指導者会議等の機会を捉えて保育師

や幼稚園教諭等に対する防火研修を実施し、

幼児を指導してもらうことにより、将来、災

害を防止し、自ら生命や財産を保全すること

ができる能力を持つ大人となるための素地を

培う。 

③ 広報媒体の拡大 

・子ども、学生、成人、高齢者といった各年齢

層に合わせた普及啓発用グッズを工夫する。 

・外国人を対象とした外国語のパンフレットや

視聴覚障害者を対象とした点字パンフレッ

ト、音声テープといった広報媒体を作成し、

防火思想の一層の普及啓発を図る。 

④ 
防災学習センターの 

活用 

・防災学習センターにおいて、集客性のある各

種イベントや防火に関する講習会等を開催

し、利用者の拡大を図る。 

・旧町村の利用者を拡大するため、送迎バスの

導入を検討する。 

⑤ 消防音楽隊の充実 

・消防音楽隊を充実し、各種のイベントに参加

することにより防火思想の普及啓発を図る。 

・年２回のふれあいコンサートを充実・継続す

るとともに、３５周年記念コンサートや４０

周年記念コンサートを企画・実施する。 
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個別施策５－２  住宅防火対策の推進 

 

 

■ 現状と課題 

住宅の防火安全対策については、居住者が自己責任において安全性を確保す

べきとの考えから、これまで消防法の規制の対象外となっていた。 

しかし、近年、住宅火災による死者数が増加していることから、国は今まで

の方針を抜本的に見直し、平成１６年の消防法の一部改正ですべての住宅に

「住宅用火災警報器等」の設置を義務付けた。 

本市においても火災予防条例を改正して住宅用火災警報器等の設置や維持に

関する基準を整備するとともに、住宅における火災予防を推進するための施策

を実施することを責務として規定し、これに対応しているところである。 

平成１８年６月以後に新たに建築される住宅については、改正消防法による

住宅用火災警報器等の設置の義務付けや各関係機関による連携指導もあって防

火対策を施した住宅が増えてきているが、既設の住宅については、未だに防火

対策がなされていないものが多い。 

また、高齢化や核家族化の進展に伴い、今後ますます高齢者のみの世帯や一

人暮らし高齢者の世帯が増加することが見込まれるが、これらの高齢者世帯に

おいて住宅用防災機器等の設置を促進するとともに、防火意識を育てていくこ

とが必要である。 

もちろん、その他の市民に対しても住宅防火対策の重要性を積極的にＰＲし、

火災に強い住宅の普及啓発を促していくことも重要な課題である。 

 

 

■ 整備の基本方針 

住宅の防火対策に対する個人責任の意識を向上させるとともに、市民と地域、

事業所及び行政が連携して住宅用火災警報器等を始めとした住宅用防災機器や

防炎製品の設置・普及を図り、住宅における防災対策を促進する。 

さらに、火災に強い住宅を目指すための住宅防火情報の提供や防火意識のさ

らなる高揚を図ることにより、住宅の防火安全性能を向上させ、住宅火災によ

る財産被害額や死傷者数を減少させる。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
住宅用防災機器等の 

普及 

・関係機関等と連携し、各種イベントや講習会

といった様々な手段を用いることにより、住

宅用火災警報器等を始めとした住宅用防災機

器の普及促進を図る。 

・火災による被害の低減に効果の高い防炎製品

についても、その普及促進を図る。 

② 
住宅用防災機器等の 

普及率の調査 

・市民意識調査等の各種調査を利用して住宅用

防災機器等の設置状況を調査し、普及率を向

上させるための検討資料とする。 
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個別施策５－３  放火防止対策の推進 

 

 

■ 現状と課題 

全国的に放火犯罪が増加してきており大きな社会問題となっているが、放火

は、いつどこで発生するかを把握するのが困難な犯罪であり、発生してからそ

の都度対応しているというのが現状である。 

本市においても、平成９年から火災発生原因の１位がそれまでのたばこから

放火（放火の疑いを含む。以下同じ。）になっており、その割合は年々増加し

ている状況にある。 

いつどこで発生するか分からない放火を防止するためには、一人ひとりが防

止対策を心掛けるだけではなく、地域ぐるみで放火されにくい環境をつくるこ

とが重要であり、地域が一体となって防火活動や建物の放火予防対策等を促進

するとともに、行政においても、広報活動や防火教育等を通じて、地域を支援

していくことが必要である。 

◆ 放火（放火の疑いを含む。）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 

 

 

■ 整備の基本方針 

国が示している「放火火災防止対策戦略プラン」等を活用するとともに、豊

田市独自の放火防止対策要綱等を策定する。 

放火されにくい環境を作るために、警察等の関係機関や地域との連携を強化

するとともに、それぞれの地域における取組を支援する。 

また、東海環状自動車道や伊勢湾岸自動車道等の開通に伴って道路法面が増

加しているが、これら道路法面への放火についても、関係機関と連携しながら

その対策を確立する。 

－５５－
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
放火防止対策の普及 

啓発 

・放火火災防止対策戦略プランや放火防止対策

要綱を活用して、市民や事業者への放火防止

対策の普及啓発を図る。 

② 
放火されにくい環境 

づくり 

・放火防止ネットワーク会議を設置し、地域と

連携したパトロール等を実施する。 

・市民と共働して放火連絡網や放火マップ、放

火防止対策評価シート等を作成することによ

り、地域における放火防止対策の推進を支援

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－５６－



個別施策５－４  建築物の火災予防対策 

 

 

■ 現状と課題 

１）防火管理体制 

一定の収容人員を有する事業所の管理について権原を有する者は、当該事業

所の火災予防対策の一つとして防火管理者を選任し、これを消防機関に届け出

ることが義務付けられている。 

防火管理者を選任し、防火管理体制の充実を図ることは、事業所の自主防火

管理の根幹であるが、防火管理者を選任し、届け出なければならない防火対象

物であるにもかかわらず、防火管理者が選任されていないものが未だに多数存

在している。 

これには、防火管理者の資格取得のための講習会を受講したいという希望者

は多いものの、本市が年３回実施している甲種防火管理新規講習の定員に限り

があるため希望者全員が講習会を受けられない、という問題もある。 

さらに、防火管理者の選任が行われている事業所であっても、消防計画が提

出されていない、訓練が実施されていない、消防用設備等の点検が未実施であ

る等、十分な防火管理が行われていないという防火対象物も、中小規模の事業

所を中心として多く見られるところである。 

また、不特定多数の市民が利用する一定規模以上の建物について、１年に１

回、防火対象物点検資格者がその防火管理状況を点検し、管理権原者が消防機

関に報告することを義務付けた「防火対象物点検報告制度」についても、当該

制度導入から日が浅く、十分な周知がなされているとはいえない状況にある。 

◆ 防火管理者選任届出の状況（平成１７年度） 

届出が必要な防火対象物の数 防火管理者の選任届出数 届出割合 

３,６２７件 ２,１０５件 ５８％ 

 

２）防火対象物の査察 

事業所等に消防職員が直接立ち入って位置、構造、設備及び管理の状況を検

査する「査察」は、消防機関が当該防火対象物の実態を把握することにより、

関係者に対して火災予防上の適切な指導を行い、万一の出火に際しても被害を

最小限に止められるよう予防安全対策に万全を期することを目的として実施し

ているものである。 

本市における防火対象物の査察は、予防課の専従員、消防署の予防管理担当

の兼務員及び火災救急を担当する交替制職員が、規模や用途を限定して実施し

ているが、年間の査察の実施割合は、全国平均の半分以下となっている。 
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◆ 防火対象物の査察実施状況 

豊    田    市 全国平均 
 

防火対象物数 査察件数 実施割合 実施割合 

平成１３年度 １１,７９２ １,２１６ １０.３％ ３０.３％ 

平成１４年度 １１,９１８ １,６１１ １３.５％ ２８.２％ 

平成１５年度 １２,５４１ １,７３５ １３.８％ ２７.９％ 

平成１６年度 １２,８６３ １,５１７ １１.８％ ２５.８％ 

平成１７年度 １４,１１９ １,６５０ １１.７％ ― 

本市において査察の実施割合が低い理由としては、査察対象物の増加やその

規模の大型化、地域による査察対象物の偏りといった物理的要因もあるが、一

番大きな理由は査察専従員を始めとする査察担当職員の不足である。 

しかし、行財政改革が進められている現在では大幅な人員増は見込めないた

め、予防管理担当の査察兼務員や交替制職員の有効な活用を図ることにより実

施割合を上げる工夫が必要である。 

また、予防事務の効率化と災害対応時の情報提供を目的として平成１７年度

に導入された「防火対象物管理システム」（消防ＯＡ）については、情報端末

の不足や通信回線の容量不足といったハード面の問題を解決するとともに、ソ

フト面では、正確な情報入力を推進する必要がある。 

 

３）消防同意・消防用設備検査 

建物の新築や増築、改築等を行う場合には、建築確認の申請時に防火の専門

である消防の同意が必要とされている。 

また、計画建物の完成時や改修時に建築物のハード面での火災予防対策の柱

である消防用設備等が設置された場合には、当該建築物（防火対象物）に立ち

入り、その設置状況等を検査している。 

これらの消防同意や消防検査についても、景気の回復に伴う建築件数の増加

や、建築物の大規模化・複雑化、性能規定や特殊消防用設備等の導入による消

防用設備等の高度化といった要因からその事務量が増大しており、速やかな対

応が必要である。 

 

 

■ 整備の基本方針 

事業所等で火災が発生した場合、消防隊が到着するまでの間の初期消火活動

等が、その後の被害を最小限に止め、財産を守る重要な要因となるが、この初

期消火活動等の主体となるのは、当該事業所等の関係者である。 
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したがって、それらの者に初期消火活動等を迅速かつ十分に機能させるため

の防火管理体制の必要性・重要性を周知徹底するとともに、建物の使用状況に

応じた防火管理アドバイスを実施する 

また、一定規模以下の防火対象物の関係者に対しても消防用設備点検制度の

普及を図るための講習会を開催すること等により、関係者が消防用設備を適正

に維持管理できるようにし、防火管理体制が「義務」から「自主の姿勢」にな

るよう促す。 

さらに、表示制度の普及により市民が安心して建物を利用できるよう、防火

対象物点検報告の実施を指導するとともに、自主点検報告制度についてもその

普及啓発を図る。 

 

一方、査察業務については、現状のさまざまな問題点を整備し、実施率の向

上を目指すものとする。 

ただ、査察は、対象物の規模や使用用途によってその実施難易度が大幅に左

右されるものであり、単に実施件数の増加のみを求めてしまうと査察内容の低

下や査察実施の容易な対象物のみに偏ってしまうといった弊害が懸念されるた

め、その質を落とさずに実施割合を上げることが肝要である。 

「防火対象物管理システム」については、より使い易く、また多方面での使

用を可能とするため、情報端末の増設や通信回線容量の拡大を図るとともに、

査察の実施による正確な防火対象物情報の入力を促進する。 

また、査察業務の効率を上げるとともに、防火対象物情報の迅速な更新を可

能にするため、査察現場における情報入力端末の導入や大規模建築物等におけ

る図面情報の電子入力と防火対象物電子位置情報管理との連動等についても検

討を行う。 

さらに、消防各課における情報入力に加えて、建築相談課等の他部局との情

報交換を行うことにより、情報精度の向上を図る。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
防火管理講習会の充 

実 

・防火管理者の選任が行われていない事業者に

対して防火管理制度の周知を図るとともに、

防火管理者の選任を指導する。 

・甲種防火管理新規講習の実施回数を増やし、

資格者の充足を図る。 

・甲種防火管理再講習の実施回数の適正化を図

る。 
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② 
自主防火管理業務の 

推進 

・避難・消火・通報訓練の指導者講習会を開催

する。 

・業態別の消防計画作成マニュアル及び避難訓

練実施マニュアルを作成・配布し、自主防火

管理業務の推進を図る。 

③ 点検報告制度の普及 

・防火対象物点検報告制度及び自主点検報告制

度について、その理解と普及を図る。 

・消防用設備点検制度について、その理解と普

及を図る。 

④ 査察体制の強化 

・査察及び違反処理に関する教育体制を充実さ

せる。 

・査察専従員の増員を図るとともに、交替制職

員の非番日査察を導入することにより、査察

実施体制を充実・強化する。 

・地域格差を是正するために、管轄区域を越えた

査察を行う。 

・関係者による防火管理状況を利用し、優良なも

のについての部分査察制度の導入を検討する。 

⑤ 対象物情報の充実 

・防火対象物管理システムへの情報入力を促進

するとともに、端末の増設や通信回線容量の

拡大を図る。 

・図面情報の電子化と対象物位置情報管理の連

動を図る。 

・査察現場における情報入力用端末の導入を検

討する。 
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個別施策５－５  危険物施設の安全対策 

 

 

■ 現状と課題 

産業経済の発展とともに科学技術も急速に進歩し、危険物や毒劇物等に起因

する災害が多様化してきたため、昭和６３年５月に消防法及び危険物の規制に

関する省令の一部が改正され、危険物の範囲の抜本的改正に加え、危険物施設

の位置や構造、設備の技術上の基準についても危険性や施設の形態に応じた見

直しが行われた。 

本市においても火災予防条例や危険物規制規則の改正を行い、基準の整備を

図ってきたところであるが、例えば昭和４０年代に埋設された地下タンクにつ

いては、経年劣化による漏えい等を原因とした災害の発生が危惧されている等

問題も多い。 

また、工場等の危険物の一般取扱所についても、技術革新に伴って設備の更

新サイクルが早まってきたため人的要因による災害等が増加してきており、自

主点検の重要性が改めて叫ばれている。 

本市では、予防技術資格者の確保を図り、危険物施設に対する許認可審査、

完成検査、届出の受理等を公平かつ厳正に行うとともに、立入検査等を通じて

危険物取扱者に安全管理指導を行い、安全の確保を目指しているが、限られた

人員と時間の中で効果的かつ効率的な査察を行わなければならない。 

◆ 危険物施設の査察状況 

豊    田    市 全国平均 
 

危険物施設数 査察件数 実施割合 実施割合 

平成１３年度 １,７０３ ２４３ １４.３％ ５１.３％ 

平成１４年度 １,６７４ ２３３ １３.９％ ４９.７％ 

平成１５年度 １,６５８ ２３５ １４.２％ ４９.３％ 

平成１６年度 １,６３０ ２３５ １４.４％ ４７.５％ 

平成１７年度 １,６８４ ２７４ １６.３％ ― 

 

 

■ 整備の基本方針 

各種手続等の電子化を推進するとともに、指導に不均衡が生じないような指

導基準を確立し、その公開を図る。 

また、法令による定期点検の必要がない施設についても、査察や講習会の開

催等を通じてその自主点検を促し、火災や漏えい等による危険物災害の発生を

抑制する。 
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査察業務については、予防技術資格者の確保に加えて、組織の再編や人員配

置等により査察体制の強化を図るとともに、豊田市危険物規制規則の見直しや

自主点検を活用した効率的な査察方法の導入等により査察実施率の向上を目指

すものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
危険物規制事務の充 

実 

・情報の共有化と効率的な事務の推進のため、

危険物管理システムの更新や今後の電子申請

制度の導入等を睨みながら、図面情報管理の

電子化を図る。 

・各署所で少量危険物に関する査察が行える体

制を構築する。 

② 自主保安体制の推進 

・危険性評価方法等の講習会等を開催し、自主

保安体制の確立を図る。 

・定期点検の必要のない施設について自主点検

の重要性を周知し、これを促進する。 

③ 査察体制の強化 

・危険物規制事務に係る組織を再編するととも

に、査察要員の増員を図り、査察実施体制を

強化する。 

・自主点検を活用した効率的な査察方法を導入

する。 

・豊田市危険物規制規則の見直しを行う。 
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■ 背 景 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災で経験したように、通常の消防力を遥

かに上回る大規模な災害が発生した場合には、消防機関や防災機関等による迅

速な救援活動は望めないのが現実である。 

そのような際に、災害による被害を少しでも小さくするためには、地域の住

民が「自分の身は自分で守る、地域の安全は地域で守る」という意識（自助意

識）を持って、自主的な救助・救援活動を行うことが肝要である。 

本市では、社会部防災防犯課が事務局となって自治区単位で自主防災組織を

結成し、災害に対応するための施設や装備の充実を図るとともに、消防機関と

協力して防災訓練等を実施しているが、その他にも小規模ではあるが地域ごと

に防災団体が多数存在しており、それらの団体を対象とした防災訓練や防災講

習会等を実施することにより、その防災力の向上を図っていくことも大切であ

る。 

また、市内の各事業所においても様々な形で自衛消防のための組織を有して

おり、これらの組織との連携を強化することにより、さらに効果的な地域防災

体制を構築していく必要がある。 

なお、地域防災・地域消防を充実させていくためには、災害対策基本法の規

定に基づいて本市が作成している「豊田市地域防災計画」との整合を図ること

も重要である。 

 

 

 

 

 

－６３－

施策体系６  地域の防災力・消防力の育成 

◆ 施策体系６では、地域における防災力や消防力を高めること

を目指して次の数値目標を設定する。 

項      目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

防災訓練での指導回数 １４９回（※） ２２４回 

水 防 倉 庫 の 設 置 数 １２庫 １８庫 

※ 平成１７年度実績 

数 

値 

目 

標 



◆ 施策体系６では、次の３つの個別施策と６つの実施事業により地域の防災

力・消防力の育成を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

地

域

の

防

災

力

・

消

防

力

の

育

成 

６－１
各種団体の育成指 
導 

① 消防協力事業所登録制度の 

 推進 

② 消防協力メニューの明確化 

６－２ 
事業所による地域 
消防力の育成 

６－３ 水防施設の充実 
① 水防倉庫の整備 

② 水防資機材の整備・充実 

① 防災訓練・防災講習会 

② 自主防災会の指導 



個別施策６－１  各種団体の育成指導 

 

 

■ 現状と課題 

大規模な災害が発生した場合、その被害を少しでも小さくするためには、ま

ず「自分の身は自分で守る」という個人の「自助」意識を育てることが重要で

ある。 

いついかなる災害に遭遇しても直ちにそれに対応できるようにするためには、

普段から個人として災害時に取るべき行動を考え、それを実行するために必要

な知識や技術を習得しておかなければならない。 

さらに、次の段階として、それらの知識や技術を習得した人々が、地域にお

いてお互いに助け合う「共助」体制を構築し、関係機関等と連携しながら、地

域における被害を軽減することも大切である。 

本市においては、災害対策基本法に定められている防災組織として地域の住

民が主体となった自主防災組織（自主防災会）が結成され、安全で住みよい災

害に強い地域を目指して防災訓練等を行なっているが、その他にも地域の防災

団体としては寮やアパートを単位とした防災会等があり、それら小規模な防災

組織を対象とした防災訓練や防災講習会を実施することにより、地域の防災力

を強化することができる。 

それ以外にも、市内には様々なサークル等が存在しており、当該サークル等

に働きかけ、その会合等において防災講習会を開催することによって、個人や

家庭レベルでの防災力の向上を図っていくことも重要である。 

◆ 平成１７年度の訓練等指導状況 

対 象 団 体 訓 練 等 指 導 回 数 

自 主 防 災 組 織 １０７ 回 

そ の 他 の 組 織 ・ 団 体  ４２ 回 

※ 予防課及び各署所で行った指導の合計回数 

また、本市には火災予防を目的とした次の４つの団体があり、様々な防火活

動等を行っているが、これらの団体についてもその活動を支援し、育成してい

くことが必要である。 

団   体   名 構    成    員 

豊田市防火危険物安全協会 市内に存する事業者 

婦人消防クラブ （ＷＦＣ） 市内に居住する女性 

少年消防クラブ （ＢＦＣ） 小学校・中学校の児童・生徒 

幼 年 消 防 ク ラ ブ 保育園・幼稚園の園児 
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■ 整備の基本方針 

地域における小規模な防災組織や各種サークル等に対して、機会のあるごと

に防災訓練や防災講習会の開催を促すとともに、その活動を支援する。 

また、自主防災会が実施する防災訓練や講習会、防災資機材の点検等に当た

っては、消防団や自治区、防災防犯課等と連携しながら訓練内容の指導、講習

会の講師派遣等の必要な支援を行うことにより、自主防災会における防災知識

の習得や防災組織の強化をバックアップする。 

豊田市防火危険物安全協会、婦人消防クラブ、少年消防クラブ及び幼年消防

クラブについては、引き続きその活動に対する様々な支援を行っていく。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 防災訓練・防災講習会 

・地域の小規模な防災組織を対象とした防災訓

練や防災講習会を実施し、活動を支援するこ

とにより、地域全体の防災力の向上を図る。 

・市内の各種サークル等において防災講習会等

を開催し、市民個人に防災知識や技術を習得

させる。 

② 自主防災会の指導 

・自主防災会が実施する防災訓練や防災資機材

の点検等において、防災防犯課と連携しなが

ら訓練内容や点検方法等についての指導を行

う。 
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個別施策６－２  事業所による地域消防力の育成 

 

 

■ 現状と課題 

最近の国内では、大規模な地震や風水害、大事故等の災害が次々と発生して

おり、また、ＮＢＣテロ災害等の新たな脅威も現実化してくるなど、大規模災

害への対応が課題となっている。 

大規模な災害や事故が発生したときは、本市の消防力のみでは十分な対応が

できないといった事態が想定されるため、広域消防応援協定や緊急消防援助隊

等の制度によって他市町村の支援を受ける体制を整えてはいるが、大規模災害

の発生直後にこれらの援助が直ちに受けられる可能性は薄い。 

したがって、大規模災害から地域を守るためには、それぞれの地域において

総合的な消防力を確保することが不可欠で、地域の人々が互いに助け合う「共

助」体制を構築することが重要である。 

また、平成１７年４月に発生したＪＲ西日本の福知山線列車事故においては、

その発生直後から所有する資機材を活用して被災者の救出救護活動に当たった

事業者がおり、消防側の現場指揮管理上の問題はあるものの、大規模災害発生

時における事業所等の消防協力の重要性が改めて認識されている。 

安全で安心なまちづくりの実現には、大規模災害が発生した直後の市の消防

機関の迅速な消防活動や救助活動が重要な要素となることは当然であるが、消

防力が不足した場所では、消防機関と事業所、地域住民との連携が不可欠であ

り、また、消防活動未着手の場所では、消防活動が開始されるまでの間、事業

所と地域住民とが連携して応急の消火・救助活動を行うことができる体制を構

築する必要がある。 

 

 

■ 整備の基本方針 

事業所の近隣で大規模な自然災害や大事故が発生した場合、その消火活動や

救助活動の現場において、事業所がその保有する消防力を駆使し、消防機関や

地域住民と連携した活動ができる体制を整備することにより、総合的な地域防

災力を向上させる。 

そのために、自衛消防の組織を編成している市内の事業所の人的・物的な消

防力を把握し、対象となる事業所とのネットワークを構築することにより、当

該事業所の消防力を活かした地域防火・地域防災の拠点づくりを図る。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
消防協力事業所登録制 

度の推進 

・消防協力事業所の登録制度を創設し、事業所

や地域住民に対して周知するとともに、当該

制度の推進を図る。 

・自衛消防の組織を持つ事業所と災害時におけ

る消防防災応援協定等を締結し、「消防協力

隊」として委嘱する。 

② 
消防協力メニューの明 

確化 

・地域の特性や想定される災害の規模・被害を

想定した消防協力メニューを事業所に提示す

ることにより、事業所の防火・防災活動への

参加を推進する。 
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個別施策６－３  水防施設の充実 

 

 

■ 現状と課題 

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、福井豪雨等で経験したように、大規模

な自然災害が発生した場合には、道路や橋梁等の交通網が寸断され、各地域が

孤立するおそれが大きい。 

さらに、ガスや水道といったライフラインにも被害が出ることは明らかで、

災害のその日から市民生活に大きな支障が出ることになる。 

このようなときにこそ自主防災会が活躍するものであるが、交通網が寸断さ

れて地域が孤立した場合には、緊急援助隊等のヘリコプター以外に運搬手段が

なく、被災地に速やかに災害対策資機材や援助物資を届けることができない。 

そこで、普段から災害の際に必要となる資機材や救援物資を各地域に分散し

て備蓄しておくことが必要となる。 

本市においては、社会部防災防犯課が主体となって地区防災倉庫の整備を進

めているが、消防本部においても水防倉庫や水防用土砂置場の整備を図ってお

り、それぞれの施設が連携して、災害の際の各地域における活動拠点となって

いる。 

◆ 水防倉庫の整備状況 

名      称 建 築 年 面   積 

高岡水防倉庫 昭和５４年  ６３.８０㎡ 

千足水防倉庫 昭和５５年  ３３.６０㎡ 

室水防倉庫 昭和６０年  ６１.０２㎡ 

日之出水防倉庫 平成 元年 ２１７.９１㎡ 

梅坪水防倉庫 平成 ３年  ６６.０８㎡ 

逢妻水防倉庫 平成１４年  ５０.００㎡ 

北水防倉庫 平成１５年  ６３.００㎡ 

矢作川豊田防災ステーション 平成１５年 ２５５.１６㎡ 

南水防倉庫 平成１６年 １６７.００㎡ 

松平水防倉庫 平成１７年  ６０.００㎡ 

末野原水防倉庫 平成１８年  ６０.００㎡ 

東水防倉庫 平成１９年  ６０.００㎡ 

上の表のように、これまでに合併前の旧豊田市内では水防倉庫の整備が進ん

でいるが、合併前の旧町村地域においてはまったく整備がされておらず、早急

な整備が必要である。 
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また、地区防災倉庫と水防倉庫には、それぞれ災害の際に必要となる資機材

等が備蓄されているが、両倉庫はお互いに補完し合うものであることから、防

災防犯課と連携しながら計画的な備蓄を行い、資機材の重複や不足が生じない

よう考慮する必要がある。 

◆ 水防倉庫と防災倉庫の主な備蓄品の比較 

項      目 内      容 

水防倉庫 水 防 用 資 機 材 
木杭、防水シート、ロープ、土のう 
袋、一輪車、照明機材、チェーンソ 
ー、ワイヤー、バール、ジャッキ等 

救 急 救 助 物 資 
救助セット、救急セット、ハンドマ 
イク、強力ライト等 

避難所運営資機材 
ハソリ、かまど、組立式トイレ、組 
立式水槽、発電機、投光器等 

防災倉庫 

災 害 救 助 物 資 
食料品、飲料水、毛布、ティッシュ 
粉ミルク、おむつ、生理用品等 

 

 

■ 整備の基本方針 

水防倉庫及び水防資機材については、各地域の実情や、社会部防災防犯課が

設置する防災倉庫の設置状況等を勘案しながら、各署所の敷地内に設置するこ

とを原則として、適正な整備を図っていくものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 水防倉庫の整備 

・地域防災計画との整合を図りながら、旧町

村地域を優先として計画的な水防倉庫の整

備を進める。 

② 水防資機材の整備・充実 

・防災倉庫との整合を図りながら、必要な資

機材を整備・充実する。 

・各署所に併設する水防倉庫に、原則として

４人乗りの救助用ボートを配備する。 
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■ 背 景 

非常備消防力としての消防団については、火災予防活動、火災の際の消火活動、

豪雨や地震等の大規模な自然災害における被災者の救助・救出や避難誘導等、地

域防災体制の中核的存在となって、地域の安全・安心を守る組織として大きな役

割を果たしており、住民からも厚い信頼を寄せられている。 

本市においては、平成１７年の合併によって旧町村地域の６つの消防団を吸収

したことから、平成１８年４月１日現在で、１０方面隊・４４分団・１２３部、

団員の総数２,１５６人という大きな組織となっており、地域における非常備消防

力として無くてはならない存在である。 

また、近い将来に発生が予想されている東海地震や東南海地震における被災者

の救助・救出活動、あるいは武力攻撃事態等における住民の避難誘導の主力とし

て、消防団員はますます貴重な消防力となることが期待されており、さらなる団

員の確保が求められている。 

しかしながら、近年の就労形態の変化や少子高齢化といった社会環境の変化等

から全国的に消防団員数の減少が止まらず、地域防災力の低下が憂慮されている

のが実情であり、これは本市においても例外ではない。 
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施策体系７  消防団の充実強化 

◆ 施策体系７では、地域防災の中核的存在となって、地域の安

全・安心を守っている非常備消防力としての消防団について、

その充実及び強化を図ることを目指して次の数値目標を設定す

る。 

項      目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

消 防 団 員 の 総 数 
（ 充 足 率 ） 

２,１５６人 
（６５％） 

３,０００人 
（９０％） 

詰 所 格 納 庫 の 設 置 数 
（ 建 替 え 棟 数 ） 

１９０棟 
１５２棟 
（７０棟） 

消防ポンプ自動車の配備数 
（ 更 新 台 数 ） 

１３台 
１３台 
（１１台） 

小 型動力ポンプ付積載車 
の 配 備 数 （ 更 新 台 数 ） 

１１８台 
１２０台 
（８３台） 

小 型動力ポンプの配備数 
（ 更 新 台 数 ） 

８２台 
４４台 
（２９台） 

 

数 
 
 
 

値 
 
 
 

目 
 
 
 

標 



今後、消防団員を確保していくためには、地域における消防団員の地位を向上

させるとともに、地域住民や被雇用者、女性等が参加しやすい活動環境等を整備

し、消防団の魅力を高めることが肝要である。 

その上で、機能別団員や機能別分団等の新たな制度を導入し、住民のさらに幅

広い層から消防団に参加する人員の確保を図っていかなければならない。 

 

 

◆  施策体系７では、次の４つの個別施策と１８の実施事業により非常備消防力

としての消防団の充実強化を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

消

防

団

の

充

実

強

化 

７－２ 消防団の活性化 

① 消防団員の処遇の改善 

② 消防団員の能力向上のた 

 めの支援 

③ 他の組織との連携 

④ レクリエーション活動 

⑤ 事業主へのＰＲ活動 

① 消防団員の教育の充実 

② 消防団員の訓練の充実 

③ 常備消防との連携強化 

④ 消防団員による救命講習 

 の推進 

７－１ 消防団員の確保 

７－４ 
消防団施設・装備の 
整備 

７－３ 消防団員の教育訓練 

① 消防団施設の建替え 

② 消防団装備の更新 

③ 消防団員の安全装具等 

① 消防団活動のＰＲ 

② 機能別団員の募集 

③ 機能別分団の設置 

④ 消防団協力事業所の認定 

⑤ 次世代の消防団員の育成 

⑥ 消防団の再編 



個別施策７－１  消防団員の確保 

 

 

■ 現状と課題 

全国的にも本市においても、少子高齢化社会の到来、共同体としての地域社

会の衰退、被雇用者である消防団員の増加といった社会環境の変化に伴い、消

防団員が毎年減少していく傾向にあり、地域防災力の低下が憂慮されている。 

地域に必要な団員を確保し、地域防災体制の充実を図るためには、住民のさ

らに幅広い層から消防団に参加できる者を探す必要があるが、そのためには、

新たな制度を始めとした地域住民や被雇用者、女性が参加しやすい消防団の活

動環境の整備が重要である。 

◆ 消防団員の整備基準と現状 

区         分 人 数 等 

動力消防ポンプの種類ごとに必要な消防隊の隊 
員数（ポンプ数を基準数とした場合）   ａ 

  ８６５人 

動力消防ポンプの種類ごとに必要な消防隊の隊 
員数（現有ポンプ数で算定した場合） 

  ８４９人 

大規模災害時等における住民の避難誘導に必要 
な隊員数                ｂ 

２,４７３人 

消防力の整備指針に基づく基準人員数（ａ＋ｂ） ３,３３８人 

条例に規定する消防団員数 ２,３１３人 

現有の消防団員数            ｃ ２,１５６人 

基準に対する不足人数      （ａ＋ｂ－ｃ） １,１８２人 

条例定数に対する不足人数   １５７人 

基準に対する比率（充足率） （ｃ／（ａ＋ｂ））    ６５％ 

 

 

■ 整備の基本方針 

本来、消防団は、すべての災害・活動に参加する現在の基本的な消防団制度

の消防団員（＝基本団員）で構成され、基本団員によって地域に必要な団員を

確保することが望ましいが、基本団員だけでは必要とする基準団員数を確保す

ることは困難である。 

そこで、地域住民等が参加しやすい環境を作るため、機能別団員や機能別分

団、団員の休団等の制度を導入し、消防団組織・制度の多様化を図る。 

当然、個別施策７－２に基づく消防団の活性化や市民・事業者に対する広報

活動による基本団員の確保にも努力するものとする。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 
消防団活動の

ＰＲ 

・広報施策の展開には、住民等への視覚への訴えが効果

的であることから、消防団活動の映像や画像を収集し

て紹介ビデオ等を作成し、あらゆる機会を捉えてマス

コミ等の広報媒体に提供するとともに、地域住民にも

紹介していく。 

② 
機能別団員の

募集 

・基本団員と同等の活動ができない者が、入団時に決め

た特定の活動や役割（災害対応、予防広報等）にのみ

参加するという「機能別団員」制度を導入し、団員の

確保を図る。 

・ただし、機能別団員についても大規模災害時には必ず

出動するものであり、消防団員としての最低技術や能

力の維持、他の団員との融合等が求められる。 

・機能別団員制度を導入すると、消防職員や消防団員のＯ

Ｂ、被雇用者、女性等の有効な活用が可能になる。 

③ 
機能別分団の

設置 

・「機能別分団」制度とは、特定の役割や活動を実施す

る分団・部を設置し、所属団員が当該活動に参加する

制度で、火災予防対応や大規模災害対応等を個別の目

的とした分団の設置や事業所単位の分団の設置が可能

となる。 

・大規模災害時には必ず出動することとなるが、必要な

訓練や大規模災害への出動要件等を検討する必要があ

る。 

④ 
消防団協力事

業所の認定 

・消防団員を多数雇用するとともに、消防団活動を理解

し、活動に協力している事業所や模範的な事業所分団

を設置している事業所等を、（仮称）「消防団協力事業

所」として認定する。 

・認定証を発行し、事業者がこれを掲示・ＰＲすること

等により当該事業所の社会的地位の向上を図ることが

できる。 

⑤ 
次世代の消防

団員の育成 

・若者の価値観や意識の変化に伴って若年層の消防団へ

の入団者が減少しているが、それら若年層の消防団員

を継続的に確保するため、将来、消防団に入団し、中

心となって活動してもらう中学生や高校生に対して、

消防団活動への理解を深めてもらう。 

・消防団員を確保するためには、子どもから大人までの

広い範囲の人々に消防団への知識と理解を浸透させる

ことが必要であるため、小学生が地域防災を学ぶ機会

を捉えて消防団活動への理解を深め、家庭等において

話題にできるようにする。 

⑥ 消防団の再編
・地域の消防力や消防団員確保の実情を考慮し、消防団

組織の再編を図る。 
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個別施策７－２  消防団の活性化 

 

 

■ 現状と課題 

現在、消防団員の約７割が被雇用者であり、時間的な余裕がないこともあっ

て、消防団員の士気及び活動意欲を保持することや消防団員のチームワークを

維持することが困難となってきている。 

また、地域住民と接することが消防団の理解を深める上で大きな効果がある

が、これについても十分な活動がなされているとはいえない。 

例えば、消防操法は消防団にとって重要な訓練であり、消防操法大会は日頃

の訓練の成果を発揮する晴れの場であるが、訓練ではなく大会そのものが目的

となっている分団があること、せっかくの発表の場である消防操法大会が地域

住民に認知されていないこと等々が、団員の活動意欲を失わせている。 

消防団員にとって、地域と一体となった魅力ある消防団活動が展開されるこ

とが重要である。 

さらに、消防団員同士の交流や普段の訓練等に報いるためのリフレッシュ事

業等も消防団を活性化させるためには必要である。 

また、消防団の活動には消防団員の家族の協力が不可欠であることから、そ

れら家族に対して何らかの形で報いることも重要であるといえる。 

 

 

■ 整備の基本方針 

消防団員が地域の住民と接することにより、地域における消防団の理解を深

めるという大きな効果が期待されるところから、火災予防広報や高齢者宅の防

火訪問といった地域住民と接する活動を、これまで以上に積極的に展開する。 

また、消防団員の士気を高めるとともに、消防団の活動をより一層理解して

もらうため、防災訓練や操法大会等の各種行事の際に地域住民や事業所の関係

者、団員の家族等に積極的に参加してもらえるよう働きかけるとともに、各種

手当等の見直しや能力向上のための支援、家族を含めたレクリエーション活動

等を実施することにより消防団員の処遇の改善を図る。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 消防団員の処遇の改善 

・消防団員の活動環境を整備し、魅力ある消防

団とするため、運営交付金や出動手当、訓練

手当、退職報償金等について処遇の改善を検

討する。 

② 
消防団員の能力向上の 

ための支援 

・消防団員の体力の増進を図るため、公共機関

が保有する体育施設やトレーニングルームの

使用料の補助を行う。 

・消防団員の健康管理やメンタルケアのため、

希望する団員に対して定期健康診断や医師に

よる相談等を実施する。 

③ 他の組織との連携 

・自治区の協力のもと、自主防災会等の地域の

他の組織と連携して防災訓練等を行うことに

より地域との接触を図る。 

④ レクリエーション活動 

・新体育館や豊田スタジアム等のスポーツ施設

を利用して、消防団員とその家族を対象とし

たスポーツ大会等を開催する。 

・消防団員が家族と宿泊施設を利用する際の補

助制度等を導入することにより団員のリフレ

ッシュを図るとともに、家族の消防団活動へ

の理解を深める。 

⑤ 事業主等へのＰＲ活動 

・被雇用者である消防団員が多いことに鑑み、

雇用者である事業主に対して消防操法大会や

観閲式等の見学を働きかける。 

・また、社会貢献の一環としての「消防団協力

事業所認定制度」の促進を図り、消防団及び

消防団員に対する理解と協力を求めていく。 

・合わせて、消防団員の家族に対しても積極的

に行事に参加してもらえるよう働きかける。 
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個別施策７－３  消防団員の教育訓練 

 

 

■ 現状と課題 

消防団は、非常備消防として、常備消防である消防本部・署所の補助的な活

動を行う場合が多いが、中山間地域のように広大な地域に集落が点在している

ような場所で火災が発生した場合は、常備消防の到着前にその消防力を発揮し

てもらうケースも往々にしてある。 

また、多数の人員を必要とする大火、林野火災、あるいは地震や風水害等の

大規模災害の際には特に重要な役割を果たしている。 

さらに、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施

行に伴って作成された本市の国民保護計画においても、武力攻撃災害等におけ

る住民の避難誘導等の明確な任務を担うこととされ、地域防災力における消防

団の重要性はますます高まってきているところである。 

このような消防団の活動内容に鑑みた場合、その団員には常備消防の消防吏

員に準じた知識や能力が必要であり、消防団員に対する効果的な教育や訓練を

実施していくことが肝要である。 

 

■ 整備の基本方針 

消防団員の教育及び訓練については、これまで行ってきた教育訓練を基本と

するが、今後導入を予定している機能別団員等については、基本団員と同様の

教育訓練が望めないため、機能別団員の機能に沿った新たなカリキュラムを作

成し、実施する。この場合、消防団員に対して過重な負担とならないようなカ

リキュラムを作成するものとするが、消防団員として最低限必要な知識と技能

は身に付けさせる必要がある。 

また、常備消防が行なう訓練等に参加させるとともに、各分団において個別

に訓練等を実施する際には、消防本部や署所の職員を派遣し、効果的かつ効率

的な訓練が実施できるよう指導する。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 消防団員の教育の充実 

・幹部団員を消防大学校へ派遣する。 

・対象団員を愛知県消防学校へ派遣する。 

・消防団員の所属地域や経験年数、意欲等を考

慮し、新たな魅力ある研修等を導入する。 

② 消防団員の訓練の充実 

・消防団員相互の連携を密にして災害に適切に

対応できる能力の向上を図るため、方面隊や

分団を越えた訓練を充実する。 

・消防職員の指導により、効果的かつ効率的な

訓練カリキュラムを構築する。 

③ 常備消防との連携強化 

・災害に対応できる能力を向上させるために管

轄消防署所との合同訓練を実施し、地域にお

ける総合的な消防力を高める。 

・常備消防が実施する隣接市町村等との合同訓

練に積極的に参加させ、常備消防や隣接消防

団との連携強化を図る。 

④ 
消防団員による救命講 

習の推進 

・大規模災害等が発生した場合の管轄区域の救

急事案に即応できるよう、消防団員に対して

救急救命処置に関する知識を習得させる。 

・応急手当普及員等の資格を取得した消防団員

によって管轄地域の住民や新入団員への救命

講習を実施する。 
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個別施策７－４  消防団施設・装備の整備 

 

 

■ 現状と課題 

１）消防団施設 

平成１７年の市町村合併に伴い、豊田市消防団は旧６町村の消防団を吸収し、

団員数が２千人を超える大規模な消防団として新たに発足した。 

これにより、消防団施設も増加し、平成１８年度現在で１９０棟の施設を保

有している。 

◆ 消防団施設数                  （平成１８年４月現在） 

区   分 詰所格納庫 格 納 庫 合   計 

旧豊田市内  ９５棟 １３棟 １０８棟 

旧町村区域  ４６棟 ３６棟  ８２棟 

合   計 １４１棟 ４９棟 １９０棟 

旧豊田市内における消防団施設については、その建築年が明確であり、各自

地区からの要望等を受けて順次建替えを図っているところであるが、旧町村地

域の消防団施設については、建築年が不明のものや建築後かなりの年数が経過

しているものが多く、また、集落が散在しているために小型ポンプのみが配備

された格納庫も少なくない。 

さらに、旧町村地域ではその施設の敷地を自治区等が提供しているため、地

域の要望や行政側の事情により必ずしも最適の位置に最適な機能で建設されて

いないケースも多く見受けられるが、このことについては、旧豊田市内でも同

様の例がある。 

今後は、旧町村地域の老朽化した施設を中心に建替え整備をしていく必要が

あるが、限られた予算の中で１９０棟の施設の整備を行っていくためには、効

率的な整備計画を立てなければならない。 

２）消防団装備 

消防団には、分団ごとに消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車又は小

型動力ポンプが配備されており、災害時には地域の要請に応えて大きな機動力

となるよう期待されている。 

これらの消防ポンプ自動車や小型動力ポンプ付積載車についても当然に更新

を図っていくが、機動性の劣る小型動力ポンプについては、統廃合により小型

動力ポンプ付積載車に変更していくことも検討する必要がある。 

また、中山間地域では特に消防団への依存度が高いことから、各地域の実情

と財政状況を勘案して更新計画を立てる必要がある。 
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◆ 消防団の保有する車両及び小型ポンプの配置数 

方 面 隊 （ 地 区 ） 
消防ポンプ 
自 動 車 

小型動力ポン 
プ 付 積 載 車 

小 型 動 力 
ポ ン プ 

第１方面隊（挙母・豊南）   １６台  ５台 

第２方面隊（高橋・松平）   １７台 １３台 

第３方面隊（上郷・高岡）   １９台  ５台 

第４方面隊（猿投・保見）   ２０台 １３台 

第５方面隊（ 藤 岡 ）  ７台   ２台  ８台 

第６方面隊（ 小 原 ）  ２台   ８台  １台 

第７方面隊（ 足 助 ）   １３台  ９台 

第８方面隊（ 下 山 ）  １台   ７台  ４台 

第９方面隊（  旭  ）  １台   ７台 １７台 

第１０方面隊（ 稲 武 ）  ２台   ９台  ２台 

消 防 団 本 部 付    ５台 

合    計 １３台 １１８台 ８２台 

 

 

■ 整備の基本方針 

１）消防団施設 

これまで、消防団施設は、経過年数の多いものから順次建て替えることを原

則としつつ、現実には、自治区等の要望を基にして建て替えてきたという経緯

があるが、これでは効果的かつ効率的な建替えができないため、今後は、各施

設について建替えまでの耐用年数を設定し、その年数に基づいて計画的に整備

していくこととする。 

なお、建設から建替えまでの年数については、次の表に掲げる原価償却資産

の耐用年数と公共施設延命化計画による耐用年数の間の年数で、施設ごとに諸

条件を勘案しながら決定する。 

構      造 
原 価 償 却 資 産 
の 耐 用 年 数 

公共施設延命化 
計画による年数 

鉄筋コンクリート造 ３８年 ～ ４６年 

鉄骨造（肉厚＞４ｍｍ） ３１年 ～ ３８年 

木  造 １７年 ～ ２１年 

また、従来の消防団施設の建設用地は、自治区等の用地を利用（＝使用貸

借）して建設されてきたため、必ずしも適正な位置に建設されていないケース

も見受けられる。 
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今回の合併により旧市町村間の境がなくなったため、今後は、市域全体を総

合的に勘案して施設の位置を検討していくこととする。 

さらに、建替え位置の検討を行う際には、時代の流れ（被雇用者団員の増加

等）や山村離れ等による団員の減少（団員の存在しない集落の発生等）などを

勘案して、小型動力ポンプのみが収容されている格納庫や適正な位置に設置さ

れていないと考えられる消防団施設の統廃合についても検討する。 

なお、今後整備を行っていく施設の規模は、最近の建設実績等を勘案して次

のとおりとする。 

区        分 規    模 

詰 所 格 納 庫 ７５㎡ 程度 

格 納 庫 １０㎡ 程度 

平成１８年度末時点で既に建替え時期が過ぎている施設は５２棟あるが、こ

れらの施設を単年度で建替えることは予算等から考えても困難である。 

したがって、建設する施設（詰所格納庫又は格納庫単体）については、当該

施設の老朽化の度合いや地域の実情、財政負担の平準化等を考慮した上で建替

え計画を作成し、順次建て替えていくものとする。 

２）消防団装備 

消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車について、他の中核市におけ

る更新年数を調査したところ、最短で１５年、最長で２５年、平均年数は１７.

６年となっていたが、これまでの本市の更新年数は、１６年から１８年である。 

１７年前後を経過した車両であっても、走行距離のみで判断した場合はまだ

十分使用に耐えると思われるが、経年による劣化や部品の調達といった点で捉

えた場合、これまでの本市の更新期間を延長することは好ましくなく、今後も

現行と同じ更新年数とする。 

また、小型動力ポンプについては、他の中核市の平均更新年数は１５.６年で、

本市のこれまでの更新年数は１８年から２０年である。 

本市の小型動力ポンプについては、その使用状況等から判断した場合１５年

を経過しても十分使用できる状態にあり、部品が確保できる範囲での更新が適

切であると考えられるため、小型動力ポンプについても現行どおりの更新年数

とし、年数を経過したものから順次、計画的に更新していく。 

◆ 消防団装備の更新基準 

種       類 １８年度末台数 更 新 基 準 

消 防 ポ ン プ 自 動 車   １３台 １６年～１８年 

小型動力ポンプ付積載車  １１８台 １６年～１８年 

小 型 動 力 ポ ン プ （※）２００台 １８年～２０年 

※ 積載車に積載されているポンプを含む。（１１８台＋８２台） 
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■ 実施事業 

項  目 事   業   内   容 

・平成１９年度については、平成１８年度中に建築設計が完

了している３棟の詰所格納庫について建替えを行う。 

・平成２０年度からは、更新計画に基づいて順次建て替えて

いく。 

 ２０～２９年度の建替え計画

 
種  類 

１９年度
建替計画 年度ごとの計画 合計棟数 

詰所格納庫 ３棟 ２～７棟／各年 ６５棟 
 
格 納 庫 ― ２棟／２０年度  ２棟 

・更新計画に基づく建替えに合わせて詰所格納庫の再編（統

廃合）を行う。 

 種  類 
現有施設数
（１８年度）

再編施設数 
計画施設数
（２９年度）

 詰所格納庫 １４１棟  △２棟 １３９棟 

 格 納 庫  ４９棟 △３６棟  １３棟 

① 

消防団施

設の建替

え 

 

・装備の更新基準に基づいて更新計画を作成し、順次更新を

図っていく。 

 種      類 ２９年度までの更新台数 

消 防 ポ ン プ 自 動 車 １１台 

小型動力ポンプ付積載車 ８３台  

小 型 動 力 ポ ン プ ２９台 

・更新に合わせて装備の再編（統廃合）を行う。 

 種    類 
現有台数 
（１８年度）

再編台数 
保有台数 
（２９年度）

 
消 防 ポ ン プ 
自 動 車 

 １３台   ０台  １３台 

 
小型動力ポンプ 
付 積 載 車 

１１８台   ２台 １２０台 

 
小 型 動 力 
ポ ン プ 

 ８２台 △３８台  ４４台 

② 
消 防 団 装

備の更新 
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・消防団員が効果的・効率的かつ安全に活動するために、

各種の活動に適合した装備の充実を図る。 

種     別  装  備  例  

消防団員の個人装備  
活動服、ヘルメット、雨衣、  
ケブラー手袋、編上げ靴等  

分団に配備する装備  
防火衣、反射ベスト、安全帯、

救命胴衣、トランシーバー、  
誘導棒等  

方面隊に配備する装備

林野火災用資器材ユニット、  
救助用資器材ユニット、  
水難用資器材ユニット、  
救急用資器材ユニット等  

③ 
消防団員の 

安全装具等 
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■ 背 景 

消防の行う救助活動は、災害に際して、人力や機械力を用いてその災害の危

険を排除し、要救助者を安全な場所等に救助する活動をいうものであるが、そ

の範囲は、自然災害や火災、交通事故、水難事故、機械等による事故等々、広

い範囲の様々な災害・事故に及んでいる。 

本市の救助体制については、法的に救助隊の設置が義務付けられる以前から

特別消防隊を配備し、装備の充実を図りながら様々な災害に対して救助活動を

行ってきているが、現在は、足助消防署、北消防署、中消防署及び南消防署の

４消防署に救助工作車を配置するとともに、東、藤岡小原、西及び末野原の４

分署や中山間地域の出張所のタンク車に救助資機材を搭載して救助要請に対応

している。 

また、市内を流れる河川や池等における水難事故に対応するため、救助隊員

による潜水隊も編成している。 

現在の救助活動においては交通事故による出動件数が全体の半数近くを占め

ているところであるが、本市の交通事故件数は増加傾向のままであり、今後も

増えていくことが予想される交通事故による救助要請に迅速に対応できるよう、

さらなる体制づくりが必要である。 

さらに、使い将来に発生が予想されている東海・東南海地震といった大規模

自然災害や近年その可能性が高まってきているテロ等によるＢＣ災害、また本

市内を巡る多数の自動車専用道路等における大規模な交通事故等を考えた場合

十分な救助体制が整っているとはいえず、それらの大規模・特殊災害に対応で

きる高度な救助体制の整備が急務となっている。 
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施策体系８  災害対応力の強化 

◆ 施策体系８では、大規模災害や特殊災害に対する救助体制を強

化するため、次の数値目標を設定する。 

項     目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

高 度 救 助 隊 の 設 置 数  ０隊  １隊 

高 度 救 助 隊 員 の 総 数  １人 １２人 

 

数 

値 

目 

標 



◆ 施策体系８では、次の２つの個別施策と６つの実施事業により大規模災害等

に対する対応力の強化を図るものとする。 
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個 別 施 策 実  施  事  業 

災

害

対

応

力

の

強

化 

① 高度救助隊の創設 

② 高度救助隊員の養成 

③ 自動車専用道路等における 

 救助体制の強化 

④ 都市型救助技術の導入 

⑤ 専門部隊の創設 

８－１ 
高度救助体制の構
築 

 
 救助資機材の整備 ８－２ 救助資機材の整備



個別施策８－１  高度救助体制の構築 

 

■ 現状と課題 

救助活動の大半を占めるのは交通事故に伴うものであるが、一般道路におけ

る交通事故はもちろんのこと、本市内にある東名高速道路や伊勢湾岸道路、東

海環状自動車道といった自動車専用道路における大規模な事故も懸念されると

ころで、負傷者の救命を図るとともに被害を最小限に留めるためにさらに充実

した救助体制の整備が必要である。 

また、平成７年の地下鉄サリン事件や平成１１年の東海村ウラン加工施設に

おける臨界事故、海外では平成１３年の米国における同時多発テロ等に見られ

るように、有毒化学物質や細菌等の生物剤、放射線の存在する環境下にまで救

助活動の範囲が広がっており、これらの新たな救助活動に必要な知識を持った

救助隊員や救助資機材の整備も求められている。 

さらに、最近の新潟県中越地震や兵庫県尼崎市における列車事故等の事例を

教訓に、大規模災害における高度な救助活動に関する知識や技術、各種の資格

等を兼ね備えた救助隊員で構成する特別高度救助隊（政令指定市の消防本部に

設置）や高度救助隊（中核市規模以上の消防本部に設置）の配備の推進等、緊

急対応体制の充実・強化が図られている。 

本市においても大規模災害や特殊災害への対応力の強化に努めており、現在

４消防署に１台ずつ計４台の救助工作車を配備するとともに、消防力の整備指

針に基づくＢＣ災害に対応するための資機材も整備をしているところである。 

なお、全国的な消防応援組織としての緊急消防援助隊については、個別施策

９－２において取り上げるものとする。 

 

■ 整備の基本方針 

交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類や内容の複雑化・多様化

に対処するため、救急・救助体制の整備・拡充と救助活動の円滑な実施を図っ

ていくものとするが、特に自動車専用道路等における大規模な事故に対して救

助業務を迅速かつ効果的に実施するため、道路管理者や救急医療機関等との相

互連携をさらに強化する。 

大規模災害や特殊災害、複雑・高度化する都市災害等に対しては、迅速かつ

的確な人命救助活動を行うため、高度な救助技術や救助資機材を有する高度救

助隊を創設するとともに、当該高度救助隊に配属する隊員を養成する。 

また、建物の高層化に伴う都市型救助の増加に備え、ロープ救助におけるグ

ローバルスタンダードな資機材の導入と職員の養成も図っていくものとする。 

さらに、多種多様な災害に対して専門的な知識や技術を有する専門部隊を創

設し、より安全、確実、迅速でかつ効率的な救助活動が行える体制を整備する。 
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■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 高度救助隊の創設 

・高度な救助活動に関する知識や技術、各種

の資格を有する隊員で構成し、高度な救助

資機材を備えた「高度救助隊」を創設し、

複雑化・多様化・高度化する各種の災害か

ら安全、確実かつ迅速に救助活動が行える

体制を整備する。 

・高度救助隊の隊員の中には、救急救命士を

含めるものとする。 

② 高度救助隊員の養成 

・消防大学校に設置されている高度救助隊等

の養成講座による教育を実施し、専門的な

知識や技術を習得した隊員を養成する。 

③ 
自動車専用道路等におけ

る救助体制の強化 

・自動車専用道路等における救急・救助業務

に関し、関係市町村や高速道路株式会社等

との連携を強化するため、関係機関による

合同訓練を実施する。 

④ 都市型救助技術の導入 

・建物の高層化に伴う都市型災害に対応する

ため、都市型救助用資機材の導入を図る。 

・都市型救助技術教育を実施し、必要な知識

や技術を有する職員を養成する。 

⑤ 専門部隊の創設 

・４消防署に災害分野別の専門部隊を創設し、

各々の災害に関する専門的な知識及び技術

を習得させる。 

・各種災害に対応した救助マニュアルを作成

し、安全、確実で迅速かつ効率的に救助活

動が行える体制を整備する。 
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個別施策８－２  救助資機材の整備 

 

 

■ 現状と課題 

近年、ますます複雑多様化する各種の災害において、安全、確実かつ迅速に

人命救助活動を行うことができる体制を整備するためには、各種救助資機材の

計画的な整備・充実が不可欠である。 

また、大規模な災害や特殊災害等への対応の強化を目的とした高度救助隊の

創設に伴い、当該救助隊が必要とする高度救助資機材の整備も必要である。 

さらに、テロ等の災害に備えたＢＣ災害資機材や都市型救助に対応する資機

材、水難救助活動に必要な潜水資機材等の計画的な導入整備を図るとともに、

工作車の更新時に購入した資機材の老朽化に伴う整備も行なわなければならな

い。 

 

 

■ 整備の基本方針 

中核市等の消防本部に創設する高度救助隊に必要な高度救助資機材の整備・

充実を図る。 

ＢＣ災害や都市型救助に必要な資機材を導入するとともに、特殊環境である

水中での潜水活動に必要な資機材を充実する。 

また、工作車や救工タンク車に積載されている油圧式救助器具を始めとした

救助資機材についても、計画的な整備を図る。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

 救助資機材の整備 

・高度救助資機材（画像探索機、地中音響探

索機、熱画像直視装置、地震警報機等）の

整備を図る。 

・テロ等によるＢＣ災害に対応した資機材の

整備・充実を図る。 

・ロープ救助等の都市型救助に対応するため

グローバルスタンダードな救助資機材の導

入を図る。 

・水難災害に対応する潜水資機材の充実及び

計画的な更新を図る。 

・工作車積載資機材の計画的な更新を図る。 
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■ 背 景 

市町村における火災等については、当該市町村の消防がこれに対応すること

が原則であるが、隣接市町村との境界付近で火災が発生した場合や地震、風水

害、林野火災等のようにその災害が大規模で広域に及ぶ場合、あるいはＮＢＣ

災害のような特殊災害の場合には、市町村の個々の消防力だけでは十分な対応

ができないことがある。 

そのため、消防応援協定の締結等によって、市町村消防の間で消防広域応援

が実施されているところである。 

応援協定は、一の都道府県内で全市町村・消防一部事務組合が統一の協定を

結ぶケースが一般的であるが、都道府県境を越えて、隣接市町村間等で応援協

定が結ばれることもある。 

しかし、都道府県内の消防力をもってしても対応できないほどの災害の場合

は、他の都道府県からも消防応援を受けることになるが、そのための制度が緊

急消防援助隊である。 

平成７年に阪神・淡路大震災が発生した際、当時は全国的な消防応援体制が

組織されていなかったため、消防の応援が必ずしも有効に機能したわけではな

かった。 

この教訓から、全国的な消防応援組織として緊急消防援助隊が発足し、その

後、平成１５年の消防組織法の改正で緊急消防援助隊制度が明文化・充実化さ

れ、大規模災害に対する全国規模での緊急対応体制が確立されてきている。 
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施策体系９  広域連携体制の充実 

◆  施策体系９では、大規模災害等における広域連携体制を整

備・充実することを目指して次の数値目標を設定する。 

項      目 
現  状 
（１８年度） 

目  標 
（２９年度） 

緊 急 消 防 援 助 隊 
の 登 録 部 隊 数 （※） 

７ 隊 ９ 隊 

緊 急 消 防 援 助 隊 の 
後 方 支 援 車 の 配 備 数 

０ 台 １ 台 

夜間対応型ヘリポートの数 １か所 ８か所 

※ 既登録部隊のうち、特殊災害部隊は救助部隊と兼務 

数 
 

値 
 

目 
 

標 



◆ 施策体系９では、次の２つの個別施策と５つの実施事業により広域連携体制

の充実を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－９０－

個 別 施 策 実  施  事  業 

広
域
連
携
体
制
の
充
実 

９－１
消防相互応援協 
定の充実 

９－２ 
緊急消防援助隊 
の強化 

① 緊急消防援助隊の高度化 

② 大規模災害訓練への参加 

① 消防相互応援協定の充実 

② 他都市消防本部との連携訓練 

③ 愛知県防災ヘリの運行の充実 



個別施策９－１  消防相互応援協定の充実 

 
 

■ 現状と課題 

市町村の境界付近で火災が発生した場合や地震、風水害、林野火災等のよう

にその災害が大規模で広域に及ぶ場合には、市町村を超えた消防力の運用を図

る必要がある。 

豊田消防では、平素から広域的な対応を視野に入れ、隣接市町を始めとして、

県内外の消防本部等と消防相互応援協定を締結しているが、合同訓練等により、

当該協定を有意義なものとするとともに、訓練施設の相互利用といった新たな

内容の協定の締結等、さらなる応援協定の充実を図る必要がある。 

◆ 相互応援協定の締結状況 

応 援 協 定 名 協 定 締 結 機 関 ・ 団 体 名 締 結 年 月 

愛 知 県 内 広 域 
消 防 相 互 応 援 協 定 

・愛知県内２４市３町村７組合１ 
本部１連合 

平成１５年 
   ４月 

愛知県下高速道路にお 
ける消防相互応援協定 

・１６市２町３組合１本部１連合 
平成１７年 
   ６月 

西 三 河 地 区 
消 防 相 互 応 援 協 定 

・岡崎市他６市５町２組合１連合 
平成１７年 
   ４月 

愛 知 県 防 災 ヘ リ 
コ プ タ ー 応 援 協 定 

・愛知県防災航空隊 
平成 ８年 
  １０月 

豊 田 市 ・ 土 岐 市 
消 防 相 互 応 援 協 定 

・土岐市 
平成１０年 
   ９月 

豊 田 市 ・ 瑞 浪 市 
消 防 相 互 応 援 協 定 

・瑞浪市 
平成１０年 
   ９月 

消 防 ・ 防 災 に 関 す る 
応 援 協 定 

・トヨタ自動車株式会社 
平成１３年 
  １０月 

衣浦豊田道路における 
消 防 相 互 応 援 協 定 

・衣浦東部広域連合 
平成１６年 
   ４月 

豊 田 市 ・ 恵 那 市 消 防 
本部消防相互応援協定 

・恵那市 
平成１７年 
   ４月 

豊 田 市 ・ 南 信 州 広 域 
連 合 消 防 本 部 
消 防 相 互 応 援 協 定 

・南信州広域連合 
平成１７年 
   ４月 
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■ 整備の基本方針 

消防相互応援協定を利用するような大規模な災害の発生頻度は少ないものの、

現実にそのような大規模な災害が発生した場合には、社会的影響が多大となる

おそれが大きい。 

消防相互応援体制は、そのような際に、被災地を迅速かつ集中的に支援でき

ることから、今後もこのような消防相互応援協定の対象を拡大するとともに、

平素からその充実に取り組むものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 消防相互応援協定の充実

・訓練施設の相互利用といった新たな内容の

協定の締結等により、消防相互応援協定の

充実を図る。 

② 
他都市消防本部との連携

訓練 

・緊急消防援助隊制度や消防相互応援協定を

充実させるため、他都市消防本部等と連携

した訓練を実施する。 

③ 
愛知県防災ヘリの運行の

充実 

・愛知県に対してその所有する防災ヘリの運

行体制の充実を要望し、広域化した本市の

災害対応能力の向上を図る。 

・中山間地域を中心として、夜間発着も可能

なヘリポートの整備を図る。 
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個別施策９－２  緊急消防援助隊の強化 

 

 

■ 現状と課題 

阪神・淡路大震災を契機として、被災地の消防力のみでは対応が困難な大規

模な災害や特殊な災害の発生に際して全国の消防機関による消防応援を迅速か

つ円滑に実施するため、全国的な消防応援組織として緊急消防援助隊制度が発

足した。 

当時の制度は消防庁の要綱に基づいたものであったが、近年、東海地震や東

南海地震、南関東直下型地震といった大規模地震の発生の切迫性が高まってお

り、特に東海地震発生時の想定では、当時の緊急消防援助隊の体制では消防力

が不足することが判明した。 

そこで、消防庁において検討を重ねた結果、今後発生が予想される大規模地

震にも対応しうる緊急消防援助隊を再編成することが決定され、平成１５年６

月に消防組織法上に緊急消防援助隊が正式に位置付けられることとなった。 

平成１８年４月現在、全国で３,３９７隊の緊急消防援助隊が登録され、活躍

しているところであるが、消防庁は、さらなる強化を図るため、平成１８年度

中に登録部隊数を４,０００隊規模にすることを目指している。 

本市でも、救助部隊１隊、消火部隊２隊、後方支援部隊１隊、特殊装備部隊

１隊、救急部隊１隊及び特殊災害部隊（救助部隊と兼務）１隊の７隊を登録し

て協力体制を築いており、平成１６年７月には福井豪雨災害に出動している。 

今後は、さらに緊急消防援助隊の高度化を図るとともに、地方ブロックや全

国の合同訓練へ積極的に参加していくことが必要である。 

◆ 最近の緊急消防援助隊の活動実績 

平 成 １５ 年 宮城県北部地震 

平 成 １５ 年 苫小牧出光石油タンク火災 

平 成 １６ 年 新潟・福島豪雨災害 

平 成 １６ 年 福井豪雨災害 

平 成 １６ 年 台風２３号被害 

平 成 １６ 年 新潟県中越地震災害 

平 成 １７ 年 ＪＲ西日本福知山線脱線事故 
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■ 整備の基本方針 

災害の複雑化、高度化、大規模化等に対応するため、緊急消防援助隊に最新

の資機材を配備するとともに、隊員の訓練等によりその高度化を図る。 

さらに、緊急消防援助隊に対する人員や資機材の補給を図るため、後方支援

車を導入する。 

また、毎年地方ブロックごとに行われている合同訓練や、数年に１度の全国

合同訓練等に積極的に参加していくものとする。 

 

 

■ 実施事業 

項    目 事   業   内   容 

① 緊急消防援助隊の高度化

・緊急消防援助隊の隊員の訓練を充実すると

ともに、携帯衛星電話等の新たな救助用資

機材の導入・整備を図る。 

・緊急消防援助隊に対する人員や資機材の補

給を図るための後方支援車を導入する。 

② 大規模災害訓練への参加

・地方ブロック単位の合同訓練へ積極的に参

加する。 

・全国合同訓練へ参加する。 
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Ⅲ  資   料 



≪資料１≫ 

地 区 別 人 口 概 要 

 

 
人  口 
（人） 

面  積 
（ｋ㎡） 

人口密度 
（人/k ㎡）

高齢人口比率 
（％） 

人口増加率
（年平均）

挙母地区 127,721  39.26 3,253 11.9 1.011 

高橋地区  55,507  29.21 1,900 12.9 1.006 

上郷地区  32,864  21.85 1,504 13.6 1.007 

高岡地区  77,188  39.14 1,972 11.7 1.005 

猿投地区  62,924 117.05   538 14.2 1.010 

松平地区  10,526  43.59   241 15.5 1.005 

藤岡地区  19,407  65.58   296 10.7 1.007 

小原地区   4,444  74.54    60 30.9 1.023 

足助地区   9,499 193.27    49 31.2 0.983 

下山地区   5,525 114.18    48 23.1 0.994 

旭 地 区   3,493  82.16    43 37.2 0.989 

稲武地区   3,109  98.63    32 34.1 0.986 

合  計 412,207 918.47   449 13.7 ― 

※１ 平成１８年４月１日現在 

※２ 高齢人口比率は、全人口に占める６５歳以上の人口の割合 

※３ 人口増加率の旧豊田市内分については、平成１２年４月から平成１８年４月

までの毎年の人口増加率を平均したもの、旧町村分については平成１７年４

月１日の人口と比較した１年間の増減率 
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≪資料２≫ 

年 齢 別 職 員 数 の 推 移 

 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

18  1  4  6  6  8  9  8 10 10 11 14 11

19
歳
 3  1  4  6  6  8  9  8 10 10 11 14

20
歳
 4  3  1  4  6  6  8  9  8 10 10 11

21
歳
 3  4  3  1  4  6  6  8  9  8 10 10

22
歳
 5  7 11  9 10 13 15 17 18 20 23 22

23
歳
 8  5  7 11  9 10 13 15 17 18 20 23

24
歳
11  8  5  7 11  9 10 13 15 17 18 20

25
歳
10 11  8  5  7 11  9 10 13 15 17 18

26
歳
11 10 11  8  5  7 11  9 10 13 15 17

27
歳
15 11 10 11  8  5  7 11  9 10 13 15

28
歳
14 15 11 10 11  8  5  7 11  9 10 13

29
歳
14 14 15 11 10 11  8  5  7 11  9 10

30
歳
18 14 14 15 11 10 11  8  5  7 11  9 

31
歳
12 18 14 14 15 11 10 11  8  5  7 11

32
歳
12 12 18 14 14 15 11 10 11  8  5  7 

33
歳
 9 12 12 18 14 14 15 11 10 11  8  5 

34
歳
 8  9 12 12 18 14 14 15 11 10 11  8 

35
歳
 4  8  9 12 12 18 14 14 15 11 10 11

36
歳
 3  4  8  9 12 12 18 14 14 15 11 10

37
歳
 3  3  4  8  9 12 12 18 14 14 15 11

38
歳
 3  3  3  4  8  9 12 12 18 14 14 15

39
歳
 7  3  3  3  4  8  9 12 12 18 14 14

40
歳
 6  7  3  3  3  4  8  9 12 12 18 14

41
歳
 4  6  7  3  3  3  4  8  9 12 12 18

42
歳
13  4  6  7  3  3  3  4  8  9 12 12

43
歳
10 13  4  6  7  3  3  3  4  8  9 12

44
歳
10 10 13  4  6  7  3  3  3  4  8  9 

45
歳
13 10 10 13  4  6  7  3  3  3  4  8 

46
歳
13 13 10 10 13  4  6  7  3  3  3  4 

47
歳
21 13 13 10 10 13  4  6  7  3  3  3 

48
歳
15 21 13 13 10 10 13  4  6  7  3  3 

49
歳
18 15 21 13 13 10 10 13  4  6  7  3 

50
歳
24 18 15 21 13 13 10 10 13  4  6  7 

51
歳
17 24 18 15 21 13 13 10 10 13  4  6 

52
歳
15 17 24 18 15 21 13 13 10 10 13  4 

53
歳
16 15 17 24 18 15 21 13 13 10 10 13

54
歳
12 16 15 17 24 18 15 21 13 13 10 10

55
歳
13 12 16 15 17 24 18 15 21 13 13 10

56
歳
12 13 12 16 15 17 24 18 15 21 13 13

57
歳
 7 12 13 12 16 15 17 24 18 15 21 13

58
歳
 8 7 12 13 12 16 15 17 24 18 15 21

59
歳
 3 8 7 12 13 12 16 15 17 24 18 15

合計 429 434 439 444 449 454 459 464 469 474 479 485

 ※ 毎年の新規職員（前年退職者数＋５人）を高卒と大卒で半々に採用した場合 
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≪資料３≫ 

消 防 施 設 等 の 実 態 

（平成１８年４月１日現在） 

 

１ 市の概要 

消防本部名 豊田市消防本部 

人      口  （※１７年４月１日現在） ４０７,６８２ 人 

面      積  ９１８.４７ｋ㎡ 

積雪寒冷地該当の有無 無 

消防団事務の処理 消 防 本 部 

条 例 定 数 ２,３１３ 人 

現 有 団 員 数 ２,１５６ 人 

消  防  団 

不 足 数   １５７ 人 

 

※ 本資料（９７ページから１０６ページまで）は、「平成１８年度・市町村消防

施設整備計画実態調査表」の抜粋である。 
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２ 署所及び動力消防ポンプ 

市 街 地 地 域  
市 街 地 ・ 準 市 街 地 番 号 等 

１ ２ １ ２ 

人     口 （人） 292,984 60,308  1,772  1,235

国基準 ８ ２   
 基 準 数 （署所）

市基準 ８ ２ －  － 

現  有  数 （署所） ８ ２ －  － 

不  足  数 （署所） ０ ０ －  － 

署  所 

比     率  （％） １００ １００ －  

国基準 １３ ５  署 所
管理分

消防ポンプ
車   数 市基準 １４ ３ －  － 

国基準 － １  消防ポンプ
車   数 市基準 － － －  － 

国基準 － ６  手引小型動
力ポンプ数 市基準 ６３ １５ ２  ２ 

国基準 ２１ ８ ４  ４ 

動力消防 
ポ ン プ 
基 準 数 消防団

管理分

動 力 消 防
ポ ン プ 数 市基準 ６３ １５ ２  ２ 

消防ポンプ車数(台) １４ ２ －  － 

不  足  数 (台) ０ １ －  － 

消  防 
ポンプ車 
現 有 数 

合 計

比    率 (％) １００ ６７ －  － 

消防ポンプ車数(台) １４ ２ －  － 

不  足  数 (台) ０ １ －  － 
署 所
管理分

比    率 (％) １００ ６７ －  － 

消防ポンプ車数(台) － － －  － 

不  足  数 (台) － － －  － 

比    率 (％) － － －  － 

手引小型動力Ｐ(台) ６３ １５ ２  ２ 

不  足  数 (台) ０ ０ ０  ０ 

動力消防 
ポ ン プ 
現 有 数 

消防団
管理分

比    率 (％) １００ １００ １００  １００ 

※ 市 街 地１＝矢作川右岸市街地   市 街 地２＝矢作川左岸市街地 

※ 準市街地１＝矢並町・幸穂台    準市街地２＝西広瀬町・東広瀬町   準市街 

 準市街地６＝足助地区       準市街地７＝稲武地区        準市街 
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準   市   街   地   地   域 

３ ４ ５ ６ ７ ８ 

その他 
の地域 

合 計 

 1,839  5,236  1,832  2,820  1,365  2,423 35,868 407,682

    １０ 

－  －  －  １ １ １ ３  １６ 

－  －  －  １ １ １ ３  １６ 

－  －  －  ０ ０ ０ ０  ０ 

－  －  －  １００ １００ １００ １００  １００ 

    １８ 

－  －  －  ２ １ １ ４  ２５ 

    １ 

１  １ －  － ２ １ ８  １３ 

    ６ 

１  ２ ４  ４ ６ ３ ９８  ２００ 

４  ８ ４  ４ ４ ４  ６５ 

３  ４ ４  ４ １０ ５ １１４  ２２６ 

１  １ －  ２ ３ ２ １２  ３７ 

０  ０ －  ０ ０ ０ ０  １ 

１００  １００ －  １００ １００ １００ １００  ９７ 

－  － －  ２ １ １ ４  ２４ 

－  － －  ０ ０ ０ ０  １ 

－  － －  １００ １００ １００ １００  ９６ 

１  １ －  － ２ １ ８  １３ 

０  ０ －  － ０ ０ ０  ０ 

１００  １００ －  － １００ １００ １００  １００ 

１  １ １  ４ ６ ３ ９８  １９６ 

０  １ ３  ０ ０ ０ ０  ４ 

１００  ５０  ２５  １００ １００ １００ １００  ９８ 

 

地３＝白川町・石畳町    準市街地４＝迫町・飯野町    準市街地５＝深見町 

地８＝下山地区 
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３ はしご自動車又は屈折はしご自動車 

管轄区域に高層建築物が存する消防署の数 （署） ３ 

基  準  台  数 （台） 市 基 準 ３ 

現  有  台  数 （台） ３ 

第９条第１項ただし書の規定により減ずる台数 （台） ０ 

不  足  台  数 （台） ０ 

比        率 １００％ 

 

４ 化学消防車 

第４類危険物の５対象施設の数及び化 
学消防車等の台数 

  ７９４施設 ２ 台 

 

第４類危険物の５対象施設（指定
数量の倍数が１０以上のものに限
る。）と読み替えた場合における

施設の数及び化学消防車等の台数

  ３２０施設 １ 台 

危険物施 
設の実態 
から計算 
された数 

第４類危険物の最大貯蔵・取扱量の指 
定数量の倍数及び化学消防車等の台数 

２８,５２６倍 １ 台 

化学消防車 ３ 台 

基 準 数 

危険物施設の実態から
計算された数を基準と
し、製造所等の数等を
考慮して定めた台数 

泡放出装置を
備えた消防ポ

ンプ自動車 

０ 台 

３ 台 
化学消防車の台数及び比率 

１００ ％ 

泡放出装置を備えた消防ポンプ自動車 ０ 台 

３ 台 

現 有 数 

化学消防車と泡放出装置を備えた消防 
ポンプ自動車の合計台数及び比率 １００ ％ 

 

５ 救急自動車 

人口比率による台数 （台）  ９ 

昼間人口等による増減台数 （台）  ７ 

基 準 台 数 （台） １６ 

現 有 台 数 （台） １６ 

 うち救急救命士の乗車している台数 （台） １１ 

不 足 台 数 （台）  ０ 

比     率 １００ ％ 

 救急救命士の乗車している割合  ６９ ％ 
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６ 救助工作車 

市町村における消防署の数 （台） ４ 

地域特性による増減の数 （台） ０ 

配 置 基 準 数 （台） ４ 

人口比率の台数 （台） ３ 

地域特性による増減数 （台） １ 

基 準 台 数 （台） ４ 

現 有 台 数 （台） ４ 

不 足 台 数 （台） ０ 

救

助

工

作

車 

省
令
第
４
条
の 

比     率 １００ ％ 

代替としている消防用自動車台数 （台） ０ 

基 準 台 数 （台） ０ 

現 有 台 数 （台） ０ 

不 足 台 数 （台） ０ 

救

助

工

作

車 

省
令
第
２
条
の 

比     率 － 

基  準  台  数  （台） ４ 

現  有  台  数  （台） ４ 

比        率 １００ ％ 

 

７ 指揮車 

消 防 署 の 数  （署） ４ 

地域事情を勘案した増減数  （台） ０ 
基
準
数 基 準 数  （台） ４ 

現 有 台 数  （台） ４ 

不 足 台 数  （台） ０ 

比 率 １００ ％ 

 

８ 非常用消防自動車の数 

消 防 ポ ン プ 自 動 車  （台） ４ 

は し ご 自 動 車  （台） ０ 

化 学 消 防 車  （台） ０ 

救 助 工 作 車  （台） ０ 

救 急 自 動 車  （台） ４ 
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９ 消防本部・署所の人員 

基

準

台

数 

基
準
台
数
に 

対
す
る
人
員 

の
基
準
数 

非
常
用
を
除 

く
現
有
台
数 

現
有
台
数
に 

対
す
る
人
員 

の
基
準
数
数 

現
有
人
員
数 

 

（台） （人） （台） （人） （人）

指揮隊員 指 揮 車  ４  ４ 

消 防 ポ ン プ 自 動 車 ２５ ２４ 

は し ご 自 動 車  ３  ３ 

化 学 消 防 車  ３  ３ 
消防隊員 

特 殊 車 等 ４０ ４０ 

救急隊員 救 急 自 動 車 １６ １６ 

救 助 工 作 車 
（Ａ及びＢを除く） 

 －  － 

省令第４条の救助隊 
の救助工作車（Ａ） 

 ４  ４ 救助隊員 

その他の消防用自動車 
（Ｂ） 

 － 

 

 － 

  

合          計 ９５ ５００ ９４ ４２１ ３４０

 

人口比率による人員数 （人） ２０ 

通信施設の機能により減ずる人員数 （人）  － 
基
準
数 

基 準 人 員 数 （人） ２０ 

現 有 人 員 数 （人） ２０ 

通 

信 
員 

不 足 人 員 数 （人）  ０ 

※ 基準に対する人員の比率（充足率） 

 総数 

基準台数に対する人員の基準数 （人）       ① ５００ 

現有台数に対する人員の基準数 （人） ４２１ 

通 信 員 の 基 準 数  （人）          ②  ２０ 

予 防 要 員 の 基 準 数  （人）          ③  ５２ 

上 記 以 外 の 人 員 数  （人）          ④  ３６ 

現 有 人 員 数  （人）          ⑤ ４２９ 

不 足 人 員 数  （人）         ※１ １６０ 

比 率              ※２ ７４％ 

※１＝（①＋②＋③＋④）－（⑤＋交代勤務予防要員数） 

※２＝（⑤＋交代勤務予防要員数）÷（①＋②＋③＋④）×１００ 
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１０ 基準台数及び現有台数に対する人員の基準数の内訳 

区   分 台 数 搭 乗 人 員 数 の 別 算定人員 

 

４ 人 搭 乗 ０台  ０人 
４台 

３ 人 搭 乗 ４台 ３６人 
基準台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ３６人 

４ 人 搭 乗 ０台  ０人 
４台 

３ 人 搭 乗 ４台  ８人 

指 
 

揮 
 

車 

現有台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計  ８人 

 

５ 人 搭 乗  ４台  ７５人 

４ 人 搭 乗 １９台 ２２８人 

３ 人 搭 乗  １台   ９人 
２５台 

乗 換 運 用  １台   ０人 

基準台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ３１２人 

５ 人 搭 乗  ０台   ０人 

４ 人 搭 乗 １８台 ２２８人 

３ 人 搭 乗  ５台  ４５人 
２４台 

乗 換 運 用  １台   ０人 

消 

防 

ポ 

ン 

プ 

自 

動 

車 

現有台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ２７３人 

 

５ 人 搭 乗 ０台 ０人 

４ 人 搭 乗 ０台 ０人 ３台 

乗 換 運 用 ３台 ０人 

基準台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ０人 

５ 人 搭 乗 ０台 ０人 

４ 人 搭 乗 ０台 ０人 ３台 

乗 換 運 用 ３台 ０人 

は 

し 

ご 

自 

動 

車 

現有台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ０人 

 

５ 人 搭 乗 ０台 ０人 

４ 人 搭 乗 ０台 ０人 ２台 

乗 換 運 用 ２台 ０人 

基準台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ０人 

５ 人 搭 乗 ０台 ０人 

４ 人 搭 乗 ０台 ０人 ２台 

乗 換 運 用 ２台 ０人 

化 

学 

消 

防 

車 現有台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ０人 
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区   分 台 数 搭 乗 人 員 数 の 別 算定人員 

 

３ 人 搭 乗 １０台 ９０人 
１６台 

兼 務 運 用  ６台  ０人 
基準台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ９０人 

３ 人 搭 乗 １０台 ９０人 
１６台 

兼 務 運 用 ６台  ０人 

救 

急 

自 

動 

車 

現有台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ９０人 

 

５ 人 搭 乗 ４台 ６０人 
４台 

４ 人 搭 乗 ０台  ０人 
基準台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ６０人 

５ 人 搭 乗 ０台  ０人 
４台 

４ 人 搭 乗 ４台 ４８人 

救

助

工

作

車 

現有台数に 
対する人員 

算 定 人 員 合 計 ４８人 

 

車 両 名 搭乗人員(人) 車両数 算定人員 

原 調 車 ２  １台 ２人 

広 報 車 乗換運用 ２９台 ０人 

小型動力ポンプ付自動車 乗換運用  ５台 ０人 

資 機 材 搬 送 車 乗換運用  ３台 ０人 

防 災 支 援 車 乗換運用  １台 ０人 

排 煙 電 源 車 乗換運用  １台 ０人 

算  定  人  員  合  計 ２人 

原 調 車 ２  １台 ２人 

広 報 車 乗換運用 ２９台 ０人 

小型動力ポンプ付自動車 乗換運用  ５台 ０人 

資 機 材 搬 送 車 乗換運用  ３台 ０人 

防 災 支 援 車 乗換運用  １台 ０人 

排 煙 電 源 車 乗換運用  １台 ０人 

特 
 
 
 

殊 
 
 
 

車 
 
 
 

両 

算  定  人  員  合  計 ２人 

 

基 準 台 数 に 対 す る 人 員 の 基 準 数 の 合 計 ５００人 

現 有 台 数 に 対 す る 人 員 の 基 準 数 の 合 計 ４２１人 
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１１ 予防要員 

 基準となる人員数    

特定防火対象物の数 （算定人員）    

  ３,５０７ ５１.６人    

上 記 以 外 の
防 火 対 象 物 の 数 （算定人員）

 １０,５９６  ９.２人 

一戸建ての住宅の数 （算定人員）

１０７,４７３ １９.０人 

状況を勘 
案して定 
めた人員 
数 

現  有 
 

人 員 数 

※のうち 
交代制に 
より勤務 
する職員 
をもって 
充てる人 
員数 

（算定人員）  ※   

予防事務 
の 要 員 

小    計 

７９.８人 ４６.０人   ４６人   １９人

危険物製造所等の数
（補正数） （算定人員）    

危険物事 
務の要員 

  １,６８４ １１.２人  ６.０人    ６人  

 （算定人員） （※注）   

 

合    計 

９１.０人 ５２.０人   ５２人  

※注 状況を勘案して定めた人数の５２人は、本市における予防事務と危険物事務のすべ
てを充足できる人数ではなく、現状の事務を遂行している現有人員数を記載したも
のである。（必要人員は、あくまで９１人となる。） 

 

 

１２ 消防団の人員 

消   防   団   員   数 

基  準  人  員  数 
（人） 

現有人員数 
（人） 

不足人員数 
（人） 

比率 
（％） 

動力消防ポ 
ンプの種類 
ごとに必要 
な消防隊の 
隊員数 
（ア） 

大規模災害 
時等におけ 
る住民の避 
難誘導に必 
要な隊員数 
（イ） 

合   計 
 
 

（ア）＋
（イ） 

（エ） 

（オ） 
 

（ウ）－
（エ） 

エ／ウ 
× 
１００ 

８６５ ２,４７３ ３,３３８ ２,１５７ １,１８１ ６５ 
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１３ 消防無線等の整備状況 

現    有    数 

経 過 年 数  
総  数 

１０年未満 １０年以上

固 定 用 ２２ ２２  消防無線電話 
（アナログ式） 車 載 用 ２７１ １４３ １２８ 

固 定 用    消防無線電話 
（デジタル式） 車 載 用    

指令装置 １ １  

指揮台 １ １  

表示盤 １ １  

無線統制台 １ １  

指令伝送装置 １ １  

救急医療情報収集装置    

気象情報収集装置 １ １  

災害状況等自動案内装置 １ １  

順次指令装置 １ １  

音声合成装置 １ １  

出動車両運用管理装置 １ １  

システム監視装置 １ １  

電源設備 １ １  

発信地表示装置 １ １  

消 

防 

緊 

急 

情 

報 

シ 

ス 

テ 
ム 

消防用高所監視施設    

合        計 ３０６ １７８ １２８ 
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≪資料４≫ 

 

消防署所の建替え時期に関する検討 

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表

第１「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」によると、建物の耐

用年数は、構造及び用途により次のとおり規定されている。 

構       造 用    途 耐用年数 

 事務所用等 ５０年 

 寄宿舎用、宿泊所用等 ４７年  鉄筋コンクリート造 

 車庫用、格納庫用等 ３８年 

 事務所用等 ３８年 

 寄宿舎用、宿泊所用等 ３４年  鉄骨造（骨格材肉厚＞４ｍｍ） 

 車庫用、格納庫用等 ３１年 

耐用年数とは、「その用途に合った使い方をした場合、建築的に耐えられる年

数をいう」と解されていることから、一の建物に２以上の用途があり、用途ごと

の建替えが不可能な場合には、その建物の主となる用途の耐用年数で建物全体の

更新を計画することとし、２以上の用途の耐用年数の平均値等は採用しない。 

消防署所では、事務室、仮眠室、食堂、会議室、車庫、倉庫等複数の用途が混

在しているが、主たる用途は「事務所用等」と考えられるため、例えば鉄筋コン

クリート造であれば、その耐用年数は５０年となる。 

なお、旧消防整備基本計画では、「消防署所は、建築後２５年を基本的として、

老朽化・狭隘化した庁舎を移転新築し、安全な市民生活の確保と防災活動の拠点

とする」とされているが、財政その他の諸事情により、実際の署所の建替え時期

は、次表のとおり建築から３０年前後経過した時期となっている。 

消 防 署 所 名 開 設 年 建 替 え 年 経過年数

西分署（前・美山出張所） 昭和４４年 平成 ９年 ２８年 

北消防署（前・四郷出張所） 昭和４７年 平成１５年 ３１年 

松平出張所 昭和５２年 平成１７年 ２８年 

末野原分署（前・大林出張所） 昭和４９年 平成１８年 ３２年 

高岡出張所 昭和５４年 平成２２年 ３１年 

しかしながら、今後は、前段の耐用年数を採用し、計画的な補修等によって建

築物の延命化を図ることにより、本基本計画の個別施策「１－１：消防署所の整

備」においては、消防署所の建築から建替えまでの年数を概ね５０年として施策

を展開することとした。 
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≪資料５≫ 

 

消防車両の更新時期に関する検討 

 

個別施策「１－２：消防車両の整備」における消防車両の更新時期については、

他の中核市の車両の更新基準年数（次ページ参考資料）を参考にしながら、現基

本計画の改訂のために設置された車両装備検討部会において算定した年数を採用

する。 

 

区   分 車     種 更 新 基 準 年 数 等 

普通消防ポンプ自動車 １２年～１５年 

水槽付消防ポンプ自動車 １３年～１５年 

救工タンク車 １３年～１５年 

５トン水槽車 １４年～１６年 

１０トン水槽車 １４年～１６年 

ポンプ自動車 

化学消防車 １８年 

救助工作車 １６年 

はしご自動車 １８年 

資機材搬送車 １８年 
特 殊 車 

防災支援車 １４年～１６年 

原 調 車 １２年又は１０万ｋｍ 

指 揮 車 １２年又は１０万ｋｍ 

広 報 車 １２年又は１０万ｋｍ 
一 般 車 

事務連絡車 １２年又は１０万ｋｍ 

消防署配備車両 １０年 
救 急 自 動 車 

分署及び出張所配備車両 ７年～８年 

（ ポ ン プ ） 震災用小型動力ポンプ ２０年 

注１ 消防署のポンプ自動車については、更新基準年数の半分を経過した時点
で非常用車両として使用する。 

注２ 消防署の救急車については、更新基準年数の半分を経過した時点で非常
用救急車として使用する。 
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≪参考資料≫ 

他の中核市における消防車両の更新年数 

車両等の種類 旭川市 
横須賀
市 
宮崎市 金沢市

郡山広
域組合

高松市
堺 市 
高石市 

倉敷市 大分市 岡山市 高知市 姫路市 松山市 平 均 

普通ポンプ自
動車 

－ 9 年 12 年
12～
13 年

15 年 17 年 13 年 14 年 16 年 13 年 16 年
13～
15 年

12 年 13.8 年 

水槽付ポンプ
自動車 

12 年 9 年 14 年 13 年 15 年 17 年 13 年 14 年 14 年 15 年 16 年
13～
15 年

12 年 13.8 年 

化学車 12 年 20 年 16 年
15～
16 年

18 年 20 年 17 年 17 年 20 年 20 年 適宜 
18～
20 年

20 年 18.0 年 

大型水槽車 － － 16 年 15 年 － 適宜 13 年 17 年 20 年
18～
20 年

適宜 15 年 20 年 17.0 年 

救助工作車 12 年 15 年 14 年
12～
13 年

15 年 17 年 12 年 17 年 16 年
14～
15 年

適宜 
13～
15 年

15 年 14.7 年 

はしご自動車 17 年 20 年 20 年 20 年 20 年 21 年 15 年 17 年 20 年 20 年 20 年
18～
20 年

22 年 19.4 年 

救急自動車 
7 年 
(10万km) 

5 年 
(10万km)

7 年 
(15万km)

8～ 
9 年 

7 年 
(13万km)

8 年 
(10万km)

8 年 
(15万km) 

10 年 8 年 
6～8 年
(12万km)

9 年 
6～ 
7 年 

7 年 
7.7 年 
(12.1 万) 

指揮車 10 年 8 年 12 年
9～ 
11 年

12 年
(13万km)

12 年 12 年 13 年 16 年 13 年 適宜 10 年 15 年 12.0 年 

常 
 
 

備 
 
 

車 
 
 

両 

広報車 10 年 8 年 12 年 8 年 
12 年
(13万km)

12 年 12 年 13 年
14 年
(15万km)

リース 適宜 10 年 15 年 11.5 年 

消防ポンプ自
動車 

12 年 12 年 20 年 15 年 － 21 年 13 年 18 年 － － 18 年 18 年 25 年 17.2 年 

小型動力ポン
プ付積載車 

15 年 12 年 20 年 15 年 － 21 年 － 18 年 20 年 － 18 年 適宜 23 年 18.0 年 

非
常
備
車
両 小型動力ポン
プ 

１５年 １０年 ２０年 － － １５年 １５年 １７年 ２０年 － １８年 適宜 16 年 16.2 年 

※ 平均値を計算するに当たって更新年数に幅のある市については、最長年限を使用した。 
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≪資料７≫ 

火災・救急・救助件数の推移 

火   災 救   急 救   助 
 

件 数 増加率 件 数 増加率 件 数 増加率 

平 成 元 年 ２５９ １００.０  ５,７６１ １００.０ １４４ １００.０ 

平 成 ２ 年 ２０１  ７７.６  ６,０９５ １０５.８ １４０  ９７.２ 

平 成 ３ 年 ２０８  ８０.３  ６,２５２ １０８.５ １５１ １０４.９ 

平 成 ４ 年 ２１６  ８３.４  ６,３０１ １０９.４ １３１  ９１.０ 

平 成 ５ 年 ２１２  ８１.９  ６,３１８ １０９.７ １５８ １０９.７ 

平 成 ６ 年 ２５６  ９８.８  ６,８７３ １１９.３ １７７ １２２.９ 

平 成 ７ 年 ２５９ １００.０  ７,３６７ １２７.９ ２０６ １４３.１ 

平 成 ８ 年 ２５１  ９６.９  ７,９５０ １３８.０ １８７ １２９.９ 

平 成 ９ 年 ２４３  ９３.８  ８,５８１ １４８.９ １９８ １３７.５ 

平成１０年 １９３  ７４.５  ９,０３６ １５６.８ １９１ １３２.６ 

平成１１年 １８５  ７１.４  ９,５８０ １６６.３ ２１０ １４５.８ 

平成１２年 ２１９  ８４.６ １０,４９６ １８２.２ １９４ １３４.７ 

平成１３年 ２５５  ９８.５ １１,３６３ １９７.２ ２１９ １５２.１ 

平成１４年 ２５３  ９７.７ １１,７５６ ２０４.１ ２１５ １４９.３ 

平成１５年 ２１１  ８１.５ １２,６８２ ２２０.１ ２２８ １５８.３ 

平成１６年 ２３０  ８８.８ １３,８６８ ２４０.７ ２３７ １６４.６ 

平 成 １ ７ 年 ２６８ １０３.５ １５,９６２ ２７７.１ ２４５ １７０.１ 

※ 増加率は、平成元年を１００としたもの 
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救急・救助件数の増加率 

救急

救助



≪資料８≫      平 成 １ ８ 年 度 ： 組 織 図 
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消 防 長 消防次長 

消 防 本 部

庶 務 課 

保見出張所

警防救急課 

予 防 課 

指 令 課 

管 理 課 

力石出張所

消 防 １ 課 

消 防 ２ 課 

藤岡小原分署 

北 消 防 署

管 理 課 東 分 署

逢妻出張所

松平出張所

消防１課 

消防２課 

中 消 防 署

西 分 署

末野原分署

高岡出張所

消 防 １ 課 

消 防 ２ 課 

管 理 課 

管 理 課 旭 出 張 所

稲武出張所

下山出張所

消 防 １ 課 

消 防 ２ 課 

南 消 防 署

足助消防署



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市消防整備基本計画 

（平成１９年度～平成２９年度） 

 

平成１９年３月 

豊田市消防本部 


